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住民のいのちと福祉を守ることを 

自治体の第一優先施策に 
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2020年自治体キャラバン実施要項
2020年10月1日

石川県社会保障推進協議会

Ⅰ．2020年度自治体キャラバンの意義

新型コロナウイルスの感染拡大は日本の社会保障・雇用保障、日本社会のあり方を根本から問い

直す状況をもたらしています。すべてを市場原理にまかせて、資本の利潤を最大化していこう、あ

らゆるものを民営化していこうという施策の結果、社会保障のあらゆる部面でその脆弱性が浮き彫

りになりました。

これまで「効率化」「市場化」という掛け声で、医療費削減政策が続けられ、急性期のベッドを減

らしていく、公立・公的病院を統廃合していく、どんどん保健所を減らしていく、こういうやり方

によって、日常的に医療現場の逼迫状況をつくってきました。

国民の税と社会保障の負担はとどまるところを知らずに増え続け、一方年金は下がり続け、介護

サービスなどは制度改定のたびに切り下げられ、介護崩壊ともいうべき状態となりました。そこを

新型コロナウィルスが直撃しています

新型コロナウイルスの感染拡大を通して、医療や介護、そして教育などは、人々が生きていくた

めの土台であり、市場原理、効率化になじまないことが明らかになりました。そして国や自治体の

施策の第一に、「社会保障や教育の充実」を据えることの重要性を私たちはしっかりと学びました。

私たちは、今年２０年を越える自治体キャラバン行動の中で、住民のくらしを守り改善する要求

を掲げ、市町村に要請し、多くの要望を実現していただきました。また、地域住民の命とくらしを

守る自治体の役割の発揮をお願いしながら、地域住民の実情や要望を踏まえ、国の制度・政策につ

いて改善を求めてまいりました。自治体と住民が協同して暮らしの困難を打開することが現在ほど

求められる時はありません。

そうした中で 2020 年自治体キャラバンを実施します。今年のキャラバンは「自治体の施策の第

一に、社会保障や福祉の充実を据える」ことを求めて、「住民のいのちと暮らしを守る自治体キャラ

バン」とします。

この立場から、今年は各自治体に、国に社会保障の充実を求める声を住民と共に上げることを求

め、また以下について自治体として具体化することを求めて実施します。

(1) 住民のいのちと福祉を守ることを自治体の第一優先施策にすること

(2) 住民のいのちと福祉を守るための施策を国に先んじて積極的にすすめること。

(3) 国に対して住民の暮らしやいのちを守るために国や県に社会保障制度の充実・拡充を要望す

ること

(4) 住民の暮らしの現状・実態を適切に把握すること

(5) 医療・介護労働者の確保・養成、労働条件の改善をはかること

Ⅱ．キャラバンの内容

・住民の切実な願い・要望を自治体に届け、自治体との懇談でその実現を要望します。

・事前に全ての自治体に自治体アンケートへの協力をお願いして、アンケート回答一覧をまとめて

冊子にします。それを懇談時に活用します。

・要望書は事前に自治体に届け、「文書での回答」を全自治体に準備していただきます。（2019 年度

同様）

・自治体との懇談は、要望書の中の「重点要望事項★印」に絞って自治体担当課長（部長）から回

答をしていただきます。

・自治体キャラバン参加者は、住民の代表として、自治体の「★重点要望事項」への回答を聴き取

り評価します。（改善がある場合には自治体に感謝・激励します。）

・自治体キャラバン参加者は、「★重点要望事項への回答」「文書回答」を受け止めて、「★重点要

望事項の現状・実態」などについて説明し、自治体の担当者の理解を深めるようにします。
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Ⅲ．キャラバンの進め方

・キャラバンの実施体制は、地域社保協と県社保協の共同行動とします。

・可能な限り、各地域で自治体キャラバンを成功させるための学習会・集会などを開催します。

・要望書について理解を深め、自治体との懇談の進め方など段取り・役割分担を決めます。

・行政区ごとに、キャラバンへの参加を呼びかけ、参加者を募ります。

・新型コロナ感染拡大への対応として、自家用車などでの三密対策などに注意をはらって実施しま

す

Ⅳ．キャラバンの日程とコース （日程）

□日程 10 月 23 日～ 10 月 30 日、11 月初旬～中旬で実施します。

住民のいのちと暮らしを守る自治体キャラバン

日程とコース
2020年10月1日

日 曜 コ － ス 担 当 備 考
能 23 金 羽咋市 10:00～11:30 県社保協 参加人数制限

登 宝達志水 13:30 ～15:00 はくい社保協

能 月 内灘町 10:00～11:30 内灘社保協

登 26 津幡町 13:30～15:00 県社保協

かほく市 15:30～17:00

能 27 火 志賀町 14:00～15:30 県社保協

登 はくい社保協

中 28 水 白山市 13:30～15:00 （俳句館で） 白山社保協

央 野々市市 15:40～17:10 県社保協 参加人数制限

能 中能登町 10:15～11:45（旧鹿西役場 県社保協 参加人数制限

登 29 木 穴水町 14:00～15:30 はくい社保協

七尾社保協

能 金 輪島市 9:00～10:30 県社保協

登 30 珠洲市 13:00～14:30 輪島社保協 珠洲市：参加人数制限

能登町 15:30～17:00 （新庁舎）

能 ２ 月 七尾市 10:30～12:00 県社保協 参加人数制限

登 七尾社保協

加 5 木 小松市 10:00 ～ 12:00 南加賀社保協 参加人数制限

賀 （議会棟 4 階） 県社保協

加 9 月 川北町 10:00～11:30 南加賀社保協

賀 県社保協

加 11 水 加賀市 14:00 ～ 16:00 南加賀社保協

賀 県社保協

加 13 金 能美市 14:00 ～ 16:00 南加賀社保協

賀 県社保協

◆通常集合：勤労者医療協会会館4階会議室 8:30 又は、各自治体庁舎30分前
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2020年10月5日

市長・町長 殿

石川県社会保障推進協議会

代表委員 飯森 和彦

同 奥村 回

同 桶間 諭

同 橋本 明夫

同 松浦 健伸

住民のいのちと健康、福祉を守るために

社会保障施策の拡充を求める要望書
貴職におかれましてはますます御清栄のことと存じます。住民に開かれた行政のために労を惜しま

ぬ御尽力に心から敬意を表します。

私たちは、今年２０年を越える自治体キャラバン行動の中で、住民のくらしを守り改善する要求の実

現を市町に要請し、多くの要望を実現してきました。また、地域住民のいのちとくらしを守るために、

地域住民の実情や要望を踏まえ、国の制度政策について改善を求めてきました。

私たちは、安心して暮らし続けられる地域づくりのためには、主人公である住民と住民の健康・生

命・暮らしに責任をもつ自治体とが協力・共同して、その地域の特性を生かしたサービス・制度をつ

くりあげることが重要であると考えています。その立場から、私たちは、住民が笑顔で安心して暮ら

せるようにしていくために、そして、住民のいのちと健康、くらしを守るために、以下の事項の実現

を要望するものです。

記

★「重点要望事項」（懇談はこの重点要望事項に絞って実施します）

Ⅰ．新型コロナ感染拡大から住民のいのちと暮らしを守る施策について

★(1)自治体の職員を増員し、これまで以上に緊急時に住民の安全確保や救援にこたえられる職員配

置をしてください。その際は非正規ではなく正規職員での採用を行ってください。

★(2)国に対して特別定額給付金の追加給付を強く要請してください。

★(3)新型コロナ感染拡大で明らかになったように医療体制確保が急務です。地域医療構想を抜本

的に見直すよう国に働きかけてください。自治体として医療従事者や介護従事者はじめ必要に応

じてＰＣＲ検査がうけられるように拡大してください。

★(4)マスク・消毒液・フェイスシールド・防護服・グローブ・ゴーグルなどを石川県と協力して

必要数を全医療機関および介護事業所等に配布してください。

★(5)患者・利用者減による医療機関・介護事業所・障害者事業所等の経営困難に対する赤字補填

を国・石川県に求めてください。

★(6)新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した世帯の保険料減免制度を商工会議

所などの諸団体の協力をえて、制度を知らせ、利用を促進してください。

★(7）新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金の対象に事業主を加えてく

ださい。また、新型コロナウイルス感染症以外の傷病についても、傷病手当金の対象としてくださ

い。

★(8)国の行った通所サービス等の報酬請求「特例措置」によって負担が増加する利用者に対し、そ

の負担増分を補助してください。

★(9)「自粛」や閉じこもりにより生活後退や状態悪化が生じている高齢者に対し、迅速な実態把握
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と必要な支援（一部負担減免制度の拡充、在宅介護サービス利用料助成制度の創設・拡充）を行っ

てください。

★(10)自然災害の発生に備え、避難所で感染が広がらないように感染予防策を早急に具体化してください。

★(11）新型コロナ感染拡大を防止するためにも「20人学級」を実現してください。

Ⅱ．子育て支援について

★(1)2018年度金沢市は、生活困窮世帯と一般世帯の子どもの生活実態を明らかにする「子どもの生活実

態調査」を実施しました。貴自治体として金沢市と同趣旨の調査を実施してください。その調査

を下に「対策計画」を策定し、対策を進めてください。

教育・学習支援への取り組みを行うとともに、児童・生徒の「居場所づくり」を自治体として実

施してください。またＮＰＯなどで取り組まれている、「無料塾」や「こども食堂」のとりくみを支

援してください。

(2)石川県子どもの医療費助成制度について、①助成対象年齢を中卒まで拡大すること② 1000 円の

自己負担を廃止すること、③所得制限を廃止することを求める意見を上げてください。

★(3)小中学校の給食費を無料にしてください。当面、第二子以降の学校給食を無料にしてくださ

い。

(4)就学援助制度の改善

①就学援助の対象を生活保護基準額の少なくとも 1.4 倍以下の世帯までとしてください。2018 年 10

月から実施されている生活保護基準引き下げにより、現在の対象者が切り捨てとならないように

してください。

②申請の受付は、学校だけでなく市町の窓口でも受け付け、申請手続きに民生委員の証明が必要な

場合はなくしてください。また、年度途中でも申請できることを周知徹底してください。

③就学援助給付の学校給食については学校給食費の全額を給付してください。

④就学援助給付の学校給食については加賀市が実施しているように「現物給付化」してください。

(5)幼児教育・保育の無償化に伴い、国の基準月額 4500 円の副食材料費は公的給付の対象から外さ

れ、保育施設が実費徴収することになっています。（生保世帯・第 3 子、年収 360 万円以下は免除）

副食材料費の実費を無償にしてください。

(6)保育環境や保育士の配置基準等を拡充してください。保育士の処遇改善を直ちに実施してくだ

さい。市町単独事業で財政的な支援を行ってください（処遇改善助成金制度、福祉職職員住居費

助成､住宅確保助成、家賃補助制度など）。

(7)2019 年度の乳幼児健診(前期乳児検診・後期乳児検診・一歳半健診・三歳児健診)の対象児童数

と受診児童数・未受診児童数をお知らせください。

(8）学校健診で「要受診」と診断された児童・生徒の受診状況の把握と、歯科については「齲歯（虫

歯）が 10 本以上」ある状態になっている児童・生徒の実数を調査してください。学校健診で「要

受診」と診断されたにもかかわらず、未受診となっている児童・生徒が確実に受診できるよう具

体的な要因の調査と対策を講じてください。眼鏡については全国的に補助制度もあることから、

自治体として補助制度を創設してください。

Ⅲ．介護保険事業・予防事業・総合事業について

★（1）介護保険料

①介護保険料を引き下げてください。また、保険料段階を多段階に設定し、低所得段階の倍率を低く抑

え、応能負担を強めてください。課税層については、所得基準をさらに細分化するとともに、高額

所得者については最高段階を引上げてください。
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②介護給付費準備備金がある場合は、第 8期保険料抑制のためにその全額を繰り入れてください。

③非課税者・低所得者の介護保険料を大幅に軽減する減免制度を拡充してください。当面、年収１

５３万円以下（単身の場合）は介護保険料を免除してください。

(2)介護利用料・補足給付について

①介護サービス利用者の負担を軽減するため、低所得者について無料となるよう、自治体独自の利

用料減免制度を創設・拡充をしてください。

②補足給付の見直しで介護保険施設の居住費・食費補助が対象外となった方であっても、支払い能力

がない人に対しては措置制度を活用して救済してください。

③グループホーム（認知症対応型共同生活介護）、特定施設入居者生活介護（介護付き有料老人ホー

ム）、小規模多機能型居宅介護の利用者についても部屋代・食事代を軽減する制度をつくってくだ

さい。

④区分支給限度基準額について、一人暮らしの認知症の方など、一定の要件に該当する人については、

単独事業として、引き上げを行い在宅生活を支えてください。

（3）介護保険利用の際の手続き

①介護保険利用の相談があった場合、相談窓口に専門知識を持った職員を配置し、これまでと同様に

要介護認定申請の案内を行い、「基本チェックリスト」による振り分けを行わず、要介護認定申請を

受け付けた上で、地域包括支援センターへつなぐようにしてください。総合事業では、先に「基本

チェックリスト」ありきではなく個々の状況に応じた対応をしてください。

②ケアマネジメントについては、現行の予防給付と同様に居宅介護支援事業所への委託を可能とし、

現行額以上の委託料を保障してください。

③訪問介護「生活支援」の回数制限はしないでください。

（4）基盤整備について

①入所施設待機者を解消し、行き場のない高齢者をなくすために、特別養護老人ホームや小規模多機

能施設等、福祉系サービスを増やしてください。

②特養ホームに要介護１・２の人が入所できる「特例入所」について、個々の事情に即して柔軟に

対応してください。

③一人暮らしで重度の要介護状態になっても住み慣れた自宅に最期まで暮らし続けられるための仕組

みを各中学校区（日常生活圏域）ごとに作るための整備目標（小規模多機能居宅介護、定期巡回随

時対応型介護看護等を含む訪問・通所・短期入所基盤整備及び医療連携等）について第 8 期計画に

盛り込んでください。

（5）総合事業について

①多様なサービス（緩和型サービス、住民主体型サービス等）への移行促進を改め、要支援者の希望

に基づき従前のホームヘルパー、デイサービス（従前相当サービス）が利用できるようにしてくだ

さい。

②緩和型サービスであっても訪問介護員等専門職が提供する場合は、従前相当サービスを下回らない

サービス単価とするようにしてください。

(6)介護職員確保について

介護職員の確保をすすめるための施策の実施をしてください。

★①「介護労働者の実態調査」を介護安定センターに準じた内容で実施してください。

★② 介護職場の人員不足解消の為、介護人材を抜本的に増やしてください。

★③ 介護人材の不足を解消するため、自治体として大阪府茨木市、新潟県柏崎市のように、家賃補

助や夜勤手当などを自治体として補助してください。
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(7)国に対して、介護保険制度への下記の意見をあげてください。

① 国の調整交付金を介護保険とは別枠にして国の負担を介護給付費の 25%に引き上げること。

（町村会・市長会の国への意見の通り）

② 特養ホーム入所基準を元に戻すこと。

★③ 要介護 1・2の保険はずし（総合事業化）を行わないこと。

★④ 補足給付（非課税世帯の人の食事・部屋代軽減）の後退（以下の通り）を実施しないこと。

（年金月額 10 万円を超える人の施設利用者負担を大幅に引き上げ、特別養護老人ホームの相部屋

（多床室）でも 4割近く引き上げ月 2万 2千円の負担増、ショートステイは、食費を 1日あたり 210

円～ 650 円引き上げ、現在、預貯金等制限を 1000 万円から、所得段階別に 650 万円～ 500 万円に

引き下げ）

⑤ 介護従事者処遇加算を全額国庫負担方式によるに戻すこと。

Ⅳ．高齢者医療・福祉の充実について

(1)後期高齢者医療制度の保険料滞納者に対し、生活実態を無視した保険料の徴収や差押えなどは

しないでください。また保険証の取り上げ・資格証明書の発行をしないでください。短期保険証

は、発行しないでください。

(2)東京都日の出町、石川県川北町のように、75 歳以上の高齢者医療費無料制度を実施してくださ

い。当面、後期高齢者医療対象者のうち住民税非課税世帯の人の医療費負担を無料にしてくださ

い。

(3)後期高齢者医療制度に加入しない 65 ～ 74 歳の障害がある人には障害者医療費助成制度を全額

適用してください。

(4)配食サービスは、最低毎日 1 回は実施し、事業所助成額を増やし、利用者の自己負担額を大幅

に引き下げてください。

(5)高齢者が地域でいきいきと生活するために、以下の施策を実施してください。

★①補聴器購入費助成制度を創設してください。

★②高齢者の「熱中症の予防の実態調査」（猛暑の時、どのように過ごしているか等）を実施して対

策を立てるようにしてください。そして福島県相馬市のように、65 歳以上の住民税非課税世帯の

人にも、生活保護利用者に準じてエアコン購入費（買い換え費も）などの補助を行う仕組みを創

設してください。

③高齢者や障害ある人には、公共交通機関利用料を無料・低額にする仕組みを創設してください。

③高齢者団体やサークルが健康予防活動、文化・趣味活動などを積極的に行うために、公的な集会

場や会議室などの利用料金を減免する仕組みをつくってください。

⑤宅老所・街角サロンなど高齢者の「居場所」づくり（通いの場）への助成（家賃・光熱費助成など）

を実施・抜本的に拡充してください。

⑥ひとり暮らし、高齢夫婦などへの安否確認や買い物、ゴミ出し（個別収集）、除雪など多様な生活

支援の施策を充実してください。

⑦高齢者や障害ある人などの外出支援のため地域巡回バスや福祉バスなどを増車・増便してくださ

い。

⑧ 後期高齢者の医療費 2 割負担反対の意見を国にあげてください。

⑨ 災害から、住民のいのちと安全を守るために、避難準備・避難勧告時に要介護高齢者・障がいあ

る人、認知症高齢者の皆さんの移動・移送体制（担当者の明確化）、支援体制の確立、避難所の内

容の充実〔ベットやトイレ、冷暖房、プライバシー確保（避難用テントの整備）、車椅子等々〕し
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てください。

★(7)国に対して、年金制度への下記の意見をあげてください。

① 年金引き下げはやめること。際限なく年金を引き下げる「ﾏｸﾛ経済ｽﾗｲﾄﾞ」は廃止すること。

② 年金支給開始年齢をこれ以上引き上げないこと。

③ 年金の隔月支給を国際基準の毎月支給に改めること。

④ 全額国庫負担による最低保障年金制度を早急に実現すること。当面、基礎年金の国庫負担分3万

3千円をすべての高齢者に支給すること。

⑤ 年金積立金の株式運用をやめ、年金保険料の軽減や年金給付の充実など被保険者・受給者のため

に運用すること。

Ⅴ．障害者控除認定制度について

(1)介護認定者・家族に①障害者控除認定制度とはどのような制度か、②障害者控除認定制度の認

定を受けると「所得 125 万円（65 歳以上の場合、年金収入 245 万円まで）は住民税非課税となる」

こと「住民税非課税となると医療や介護の負担が軽減されるケースが多くなる」ことを知らせて

ください。

(2)かほく市・宝達志水町・羽咋市・津幡町・内灘町のように、貴自治体の基準に基づく「障害者

控除対象該当者」に申請があったものとみなして「障害者控除認定書」を送付してください。

(3)上記が実施できない場合でも、貴自治体の基準に基づく「障害者控除対象該当者」全員に、「制

度のＱ＆Ａ」と「障害者控除対象者認定申請書」を送付してください。

Ⅵ．国民健康保険制度の改善について

１．保険料（税）について

(1)保険料（税）の引き上げを行わず、減免制度を拡充し、払える保険料（税）に引き下げてくだ

さい。そのために一般会計からの法定外繰入額を増やしてください。

★(2)18歳未満の子どもについては、子育て支援の観点から均等割の対象としないでください。当

面、一般会計による減免制度を実施してください。

(3)国保料（税）の減免制度を活用できるよう改善してください。具体的には、①障害世帯減免、

②多人数世帯減免、③一人親世帯減免、④寡婦世帯減免、⑤高齢世帯減免、⑥低所得世帯減免（前

年所得が生活保護基準額の1．3倍以下の世帯）等の減免制度を設けてください。

２．保険料（税）滞納者への対応について

(1)資格証明書の発行をやめてください。とりわけ、母子家庭や障害ある人のいる世帯、病弱者の

いる世帯には、絶対に発行しないでください。

(2)窓口で資格証明書が交付されている方が、医療を受ける必要が生じ、医療費の一時払い（10割負

担）は困難であると申し出があった場合、国からの通知や先般示された見解を踏まえて、生活状

況などを確認した上で、緊急的な対応として短期保険証を交付してください。

(3)滞納者に対し給付の制限（限度額認定・一部負担減免適用除外等）をしないでください。滞納

があっても施行規則第1条「特別な事情」であることを申し出れば保険証を即時発行してください。

(4)保険料（税）を支払う意思があって分納している世帯には、正規の保険証を交付してください。

(5)保険料（税）を払えきれない加入者の生活実態把握に努め、むやみに短期保険証の発行や差押

えなどの制裁行政は行わないでください。滞納者への差押えについては法令を遵守し、滞納処分

によって生活困窮に陥ることがないようにしてください。また、給与などの差押禁止額以上は差
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押えないでください。

税の滞納解決は、児童手当を差押えた鳥取県の処分を違法とした広島高裁判決を踏まえ差押禁止

財産の差押えは行わないでください。実情をよくつかみ、相談に対応するとともに、地方税法第１

５条（納税緩和措置）①納税の猶予、②換価の猶予、③滞納処分の停止の適用をはじめ、分納・減

免などで対応してください。

３．一部負担金の減免制度について

窓口負担が払えなくて必要な受診を減らしたり、受診を中断したりする人が増加しています。一

部負担減免制度の抜本的な拡充で、必要な受診が確保されるようにしてください。

★①現在の一部負担減免要綱とは別に、低所得のみを理由にした一部負担減免制度を創設してくだ

さい。

②手続き手順・必要書類など運用に必要な事務手続きを整備し「利用案内」を市内医療機関に送付

すると共に、ケ－スワ－カ―、地域包括支援センタ－に周知してください。

③一部負担減免制度について行政や医療機関の窓口にわかりやすい案内ポスター、チラシを置くな

ど周知してください。

④厚生労働省は 2010 年 9 月 13 日付け通知で、（44 条を適用するに当たっては）「保険料の滞納の有

無に関わらず、一部負担金減免を行っていただきたい」と表明していることから、保険料の滞納

の有無に関わらず、実施してください。

⑤公立病院で低額無料診療施設認定を進めてください。

４．無料低額診療制度利用者の院外処方自己負担の助成（輪島市・羽咋市・能美市・小松市のみ）

無料低額診療制度利用者の、院外処方自己負担（保険薬局の薬代）の助成を実施してください。

Ⅶ．障害がある人の施策の充実について

★(1)精神保健手帳 1 級・2 級者を心身障害者医療費助成制度の対象にしてください。（入院・外来

とも）

★(2)65 歳以上の障害がある人への心身障害者医療費助成制度は助成方法を現物給付（64 歳以下同

様）にしてください。

(3)通院精神医療費（自立支援医療制度）制度の患者自己負担を市町単独事業として助成してくださ

い。

Ⅷ．生活相談総合窓口の設置について

(1)住民の様々深刻な問題に対し、滋賀県野洲市のように「課の枠を超えて関係課等が連携し、問

題を解決するための積極的な施策の推進及び生活再建の支援を図る」住民生活相談総合窓口の設

置を実施してください。

Ⅸ．健診事業・健康づくり事業の推進について

★(1)住民健診・特定健診の受診率を抜本的に引き上げてください。

★(2)ガン検診の受診率を大幅に引き上げてください。

(3)特定健診は国基準だけでなく、さらに充実させてください。70 歳になると健診項目を減らすこ

とは実施しないでください、費用は無料とするとともに住民が受診しやすいものとしてください。

(4)がん検診等の内容を充実させ特定健診と同時に受診できるようにし、費用は無料にしてくださ

い。

(5)歯周疾患検診については、年 1 回無料で受けられるようにしてください。少なくとも 40・50・60

・70 歳の検診は必ず実施してください。また保健所や保健センターに歯科衛生士を常勤で複数配

置してください
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(6)産婦健診の助成対象回数が１回の市町村は２回に拡充してください。妊産婦歯科健診への助成

を妊婦・産婦共に実施してください。

(7)WHO が認定した「ゲーム依存症」、とりわけ子どもの「ゲーム依存症」対策を検討してくださ

い。

Ⅹ．予防接種について

(1)流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）、ロタウィルスワクチン、子どもや障害者のインフルエンザワ

クチンの任意予防接種、定期接種から漏れた人に対する麻しん（はしか）に助成制度を設けてく

ださい。

(2)高齢者用肺炎球菌ワクチン（定期接種）の一部負担を引き下げてください。2019年度以降も任

意予防接種事業を継続してください。また２回目の接種を任意予防接種事業の対象としてくださ

い。

ⅰ．地域医療構想について （公的病院の存在する市町のみ）

昨年424の公的・公立病院の再編成要請があり、関係地域の住民は、不安に駆られました。そこ

に新型コロナ感染拡大が襲いかかりました。こうした中で、地域医療体制、医師・看護師の確保

等で心配や不安がありましたらお聞かせください。

ⅱ．生活保護について（市のみ）

(1) 生活保護の相談・申請にあたっては、憲法第25条および生活保護法第1条・第2条に基づいて行

い、厚労省の事務連絡「4.7」「5.26」「9.11」の3通知を遵守し、迅速かつ簡素に申請を認めてく

ださい。

(2) ケースワーカーなど専門職を含む正規職員を増やしてください。また担当者の研修を充実させ、

就労支援や生活指導を個別に丁寧に行ってください。

(3) 生活困窮者自立支援法に基づく「自立相談支援事業」は自治体直営で実施してください。また、

生活保護が必要な人には受給手続きを紹介するなど、就労支援に偏らず生存権保障を重視してくだ

さい。

(4) 夏季の冷房費相当の独自手当の新設を国に強く要望してください。夏季期間、近年の暑さへの対

応として、エアコンの購入費用（更新含む）や電気代の助成を行ってください。

(5) 埼玉県三郷市での裁判判決も踏まえ、申請権を保障すること。申請時に、違法な指導指示、実

態を無視した就労指導の強要はしないこと。就労支援の一環として自治体で仕事を確保してくだ

さい。また、枚方市自動車裁判判決をふまえ、生活および仕事で自立のために必要な場合は保有

を認めることを「しおり」等に記載してください。

(5) 自治体で作成している生活保護の「しおり」は生活保護利用者の権利性を明記し制度をわかり

やすく説明したものにしてください。（今年の6月15日、安倍首相は「生活保護は権利です。私た

ちもしっかり周知していきます」と答弁しました。）「しおり」と申請書はカウンターなどに常時

置いてください。

(6) 国民健康保険証なみの医療証をつくるよう国に強く要望してください、当面、休日、夜間等の

福祉事務所の閉庁時や急病時に利用できる医療証を発行するようにしてください。

(7) 資産申告書の提出は強要しないでください。生活保護利用者に対し、厚生労働省の資産申告書

に関する「通知」の趣旨を十分に説明してください。また、生活保護費のやり繰りによって生じ

た預貯金等については、使用目的が生活保護の趣旨目的に反しない場合は保有を認め、その保有

は、生活保護利用者の生活基盤の回復に向け、柔軟に対応してください。
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議会議案第２号

医療機関等の経営安定化を図る財政支援の拡充を

求める意見書

新型コロナウイルス感染症は今なお全国各地で猛威を振るっており、本県に

おいても日々新規感染者が確認され、県内医療機関に係る負担が増している中、

感染症患者の治療や検査協力に当たる医療機関のみならず、通常の診療を行う

病院、診療所においても院内感染を恐れての受診控えが広がっており、医療機

関の経営状況は著しく悪化している。

一般社団法人日本病院会などが行った調査結果によれば、本年４～６月の期

間において、感染症患者の受入れや受入れ準備を行った全国の病院の約８割が

赤字となり、受け入れていない病院でも約５～６割が赤字となっている。

こうした状況は、本県の医療機関についても例外ではなく、今後もこの深刻

な状況が続けば、医療機関の経営に重大な影響が及ぶことは必至である。

万一、医療機関の倒産や大幅な診療機能の縮小という事態になれば、新型コ

ロナウイルス感染症への適切な対応が不可能となるのはもちろん、本県の医療

崩壊につながりかねない。

よって、国におかれては、地域医療提供体制の維持を図るため、医療機関等

への財政支援を拡充するよう、強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和２年10月２日

衆 議 院 議 長

参 議 院 議 長

内 閣 総 理 大 臣

総 務 大 臣 あて

財 務 大 臣

厚 生 労 働 大 臣

内 閣 官 房 長 官

石 川 県 議 会
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ず
さ
な
い
と
洗
髪
な
ど
が
出
来
ま
せ
ん
。
認
知
の
方
は
、
何
度
も
マ
ス
ク
の
着
用
の
声
掛
け
を
し
て

も
、
忘
れ
て
し
ま
い
、
す
ぐ
に
な
く
さ
れ
る
方
も
い
ま
す
。
マ
ス
ク
を
洗
濯
し
、
保
管
し
て
い
る
方
も
い
ま
す
。
職
員
も
コ
ロ
ナ
疲
れ
し
て
い
き
て
い
ま

す
。

宝
達
志
水
町

４
月
中
旬
以
降
感
染
拡
大
に
伴
い
、
利
用
者
が
激
減
は
、
５
月
に
入
る
と
３
～
5割

に
減
っ
た
た
め
、
職
員
を
休
ま
せ
て
の
対
応
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
職

員
の
雇
用
を
守
る
た
め
、
利
用
者
の
機
能
維
持
を
守
る
た
め
に
も
、
強
力
な
国
か
ら
の
支
援
が
早
急
に
い
た
だ
き
た
い
と
お
願
い
す
る
。

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム

加
賀
市

よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

医
療
機
関

加
賀
市

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

金
沢
市

こ
の
ま
ま
の
状
態
が
続
く
と
事
業
の
継
続
も
難
し
く
な
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
ご
利
用
者
様
、
ス
タ
ッ
フ
の
笑
顔
を
守
る
た
め
に
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
し

ま
す
。

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

金
沢
市

現
場
は
、
子
供
が
い
る
ス
タ
ッ
フ
は
休
み
、
ス
タ
ッ
フ
の
確
保
が
大
変
。
ご
利
用
者
様
の
休
み
が
続
く
。
ス
タ
ッ
フ
の
身
心
の
限
界
（
コ
ロ
ナ
の
気
遣
い
の

為
）
、
現
場
は
大
変
な
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
20
25
年
高
齢
者
問
題
が
も
っ
と
早
く
来
る
と
思
い
ま
す
。

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム

珠
洲
市

面
会
禁
止
の
中
、
も
し
、
感
染
者
が
出
れ
ば
職
員
か
ら
と
な
り
、
ご
家
族
か
ら
批
判
を
あ
び
る
だ
ろ
う
と
職
員
の
行
動
を
制
限
し
可
能
な
限
り
、
帰
省
者
も

断
る
よ
う
に
お
願
い
し
、
も
し
帰
省
し
た
場
合
は
、
２
週
間
の
出
勤
停
止
と
対
応
し
て
き
ま
し
た
。
施
設
な
の
で
、
大
幅
な
収
入
減
と
は
な
り
ま
せ
ん
が
、

精
神
的
ス
ト
レ
ス
も
大
き
く
で
き
れ
ば
、
自
宅
で
自
粛
し
た
い
と
思
い
な
が
ら
業
務
に
あ
た
っ
て
い
ま
す
。
な
ん
ら
か
の
助
成
が
あ
っ
て
ほ
し
い
。

デ
イ
サ
ー
ビ

珠
洲
市

毎
日
が
ド
キ
ド
キ
ハ
ラ
ハ
ラ
し
な
が
ら
の
業
務
、
出
来
る
こ
と
な
ら
自
宅
に
い
た
い
。
精
神
的
に
キ
ツ
イ
日
々
。
休
業
し
た
お
店
や
会
社
だ
け
で
な
く
、
や

む
を
得
ず
働
い
て
い
る
事
業
所
に
対
し
て
も
考
え
て
ほ
し
い
。
売
り
上
げ
が
ど
う
の
こ
う
の
で
は
な
い
と
思
う
。

グ
ル
ー
プ
ホ
－
ム

白
山
市

極
限
の
精
神
状
況
で
日
々
ケ
ア
に
あ
っ
て
い
ま
す
が
、
い
つ
も
の
何
十
倍
も
疲
れ
ま
す
。
そ
の
割
に
は
ご
利
用
者
の
体
調
不
良
や
利
用
の
ひ
か
え
の
た
め
、

収
入
が
減
っ
て
い
る
事
は
感
じ
て
い
ま
す
。
こ
の
ま
ま
だ
全
て
が
こ
わ
れ
て
し
ま
い
ま
す
、
自
分
達
の
将
来
の
た
め
に
も
介
護
事
業
所
を
守
っ
て
く
だ
さ
る

よ
う
に
お
願
い
し
ま
す
。

加
賀
市
山

安
全
な
終
息
時
期
が
見
え
な
い
中
、
職
員
は
不
安
を
抱
え
な
が
ら
業
務
に
あ
た
っ
て
い
る
。
身
体
的
対
応
に
つ
い
て
も
統
一
さ
れ
て
お
ら
ず
、
最
終
的
に
事

業
所
任
せ
に
な
っ
て
お
り
、
具
体
的
な
ケ
－
ス
が
利
用
者
や
職
員
に
出
た
場
合
の
補
償
も
不
十
分
で
あ
る
。

か
ほ
く
市

病
院
内
で
ク
ラ
ス
タ
-が
起
き
て
い
る
市
内
で
通
所
介
護
を
行
っ
て
い
ま
す
。
ス
タ
ッ
フ
は
、
不
安
で
退
職
者
も
あ
り
ま
す
し
、
ご
利
用
者
は
、
中
止
さ
れ
る

方
が
あ
り
ま
す
。
サ
ー
ビ
ス
単
価
が
も
と
も
と
少
な
い
こ
と
か
ら
給
与
も
増
額
は
厳
し
く
、
ス
タ
ッ
フ
の
退
職
も
ひ
き
と
ら
れ
な
い
現
状
で
す
。
時
短
休
業

と
自
粛
営
業
を
行
っ
て
ま
し
た
が
、
経
営
の
継
続
は
困
難
な
状
況
で
大
変
で
す
。

５
月
２
５
日
段
階

　
返

送
さ
れ
て
き
た
６
１
事

業
所

の
中

か
ら
署

名
の
「
一

言
欄
」
を
抜
き
書
き
し
ま
し
た
。
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石川県各市町における子どもの医療費助成制度一覧表

入院 通院

石 川 県 小学校就学前 3歳児 1,000円 ○（注1） 償還払い

1 金 沢 市 中学校卒業まで 中学校卒業まで
500/回、入院
1000円／月

なし 現物給付 2015年7月～

2 七 尾 市 18歳年度末まで 18歳年度末まで なし なし 償還払い 2021年4月～現物給付化

3 小 松 市 18歳年度末まで 18歳年度末まで なし なし 現物給付 2015年10月～

4 輪 島 市 18歳年度末まで 18歳年度末まで なし なし 現物給付 2014年11月～

5 珠 洲 市 18歳年度末まで 18歳年度末まで なし なし 現物給付 2015年10月～

6 加 賀 市 18歳年度末まで 18歳年度末まで なし なし 現物給付 2015年10月～

7 羽 咋 市 18歳年度末まで 18歳年度末まで なし なし 現物給付 2016年11月～

8 か ほ く 市 18歳年度末まで 18歳年度末まで なし なし 現物給付 2016年1月～

9 白 山 市 18歳年度末まで 18歳年度末まで なし なし 現物給付 2015年8月～

10 能 美 市 18歳年度末まで 18歳年度末まで なし なし 現物給付 2015年4月～

11 野 々 市 市 18歳年度末まで 18歳年度末まで 1,000円 なし 現物給付 2016年1月～（500円／回）

12 川 北 町 18歳年度末まで 18歳年度末まで なし なし 現物給付 2015年10月～

13 津 幡 町 18歳年度末まで 18歳年度末まで 1,000円 なし 現物給付 2016年1月～（500円／回）

14 内 灘 町 18歳年度末まで 18歳年度末まで 1,000円（注2） なし 現物給付 2016年1月～（500円／回）

15 志 賀 町 18歳年度末まで 18歳年度末まで なし なし 償還払い 2021年4月～現物給付化

16 宝達志水町 18歳年度末まで 18歳年度末まで なし なし 現物給付 2015年10月～

17 中 能 登 町 18歳年度末まで 18歳年度末まで なし なし 現物給付 2017年10月～（一部負担なし）

18 穴 水 町 18歳年度末まで 18歳年度末まで なし なし 現物給付 2016年10月～（一部負担なし）

19 能 登 町 18歳年度末まで 18歳年度末まで なし なし 現物給付 2016年10月～（一部負担なし）

（注1）石川県の所得制限は児童手当法施行令を準用

（注2）内灘町の自己負担は入院・通院ともに０歳児～小学校就学前なし、小学生以上18歳到達年度までは通院1回500円、限度額

市町における副食費助成制度一覧表

石 川 県 助成 未助成
1 金 沢 市 ○
2 七 尾 市 ○
3 小 松 市 第3子
4 輪 島 市 ○
5 珠 洲 市 ○
6 加 賀 市 ○
7 羽 咋 市 ○
8 か ほ く 市 ○
9 白 山 市 ○
10 能 美 市 ○
11 野 々 市 市 ○
12 川 北 町 ○
13 津 幡 町 ○
14 内 灘 町 ○
15 志 賀 町 ○
16 宝達志水町 ○
17 中 能 登 町 ○
18 穴 水 町 ○
19 能 登 町 ○

副食費助成自治体名

2020年9月1日現在

自己負担
所得制

限
助成方法自治体名

助成対象年齢
助成方改善年月等
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うち
 金沢市

構成率

構成率

構成率

構成率

構成率

構成率

1,187
44.7% 8.6% 44.8% 0.4% 1.5% 100%

R1年度 530 102 532 5 18

1,084
48.4% 7.8% 41.6% 0.4% 1.8% 100%

Ｈ３０年度 525 85 451 4 19

（３） 主な虐待者

区分 実父 実父以外の父 実母 実母以外の母 その他 計

児童相談所における児童虐待相談対応件数について

１　児童虐待相談対応件数

２　相談対応件数の内訳

（１） 児童の年齢

（２） 虐待の内容

（４） 相談経路（児童相談所への第一通告者の内訳）

1,187
33.6% 16.4% 48.8%

21 14 1,187
16.9% 10.1% 9.0% 12.6% 43.9% 4.5% 1.8%

2.4% 0.7% 100%

54
1.2% 100%

38 26 8

R１年度 200 120 107 150 521

1,084
15.3% 11.6% 9.4% 13.3% 43.8% 3.5%

福祉
施設等

医療
機関

その他 計

Ｈ３０年度 166 125 102 144 475

区分 市町等 家族 学校
近隣・知人

親戚 警察

1.2% 100%

32.0% 17.5% 49.7% 0.8% 100%

R１年度 399 195 579 14

Ｈ３０年度 347 189 539 9

6.7% 100%
45.1%

1,084

区分 身体的虐待 ネグレクト 心理的虐待 性的虐待 計

535

構成率
18.8% 26.3%

34.4% 13.8%

6.6% 100%
47.2%

R１年度
223 312

408 164 80 1,187

512

構成率
21.1% 26.1%

32.2% 14.0%

計

317 329

Ｈ３０年度
229 283

349 152 71 1,084

846 867 1,084
＋6件
＋1.2%

区分 ３歳未満 ３歳～就学前 小学生 中学生 高校生・その他

728 ＋103件
＋9.5%

226 251 304 384 342 410 429 518

133,778 159,838 ―

石川県 476 538 681 743 688 737

59,919 66,701 73,802 88,931 103,286 122,575

前年度比
Ｈ30→R1H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 R1年度

―

1,187

524

区分
対　　　応　　　件　　　数

H30年度

全　国 44,211 56,384

14
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  ―　介護サービスを実施する全国 9,126 事業所（ 石川 117 事業所）における状況　―

　は全国の数値、 　は の数値（参考値）

(注)「＊」印があるデータは、サンプル数（回答数）が少なく（30未満）参考値の位置付け。 ※（　）内は前年度数値

Ⅰ　雇用管理の状況

１　1年間（2018年10月1日から2019年9月30日まで）の採用率・離職率（訪問介護員、介護職員、サービス提供責任者）

･･･３職種計の採用率18.0％、離職率15.3％、2職種計の採用率15.4％（15.4％）、離職率18.2％（18.7％）
 【石川県：３職種計の採用率11.9%、離職率10.3%、２職種計の採用率12.0%(13.4%)、離職率10.3%(12.1%)】 （％）

1
年
未
満
の
者

1
年
以
上

3
年
未
満
の
者

3
年
以
上
の
者

1
年
未
満
の
者

1
年
以
上

3
年
未
満
の
者

3
年
以
上
の
者

18.0 15.3 2.7 37.8 25.7 36.5 11.9 10.3 1.7 25.6 30.0 44.4

16.1 14.6 1.5 33.1 26.9 40.0 10.5 10.3 0.2 23.6 33.6 42.7

20.4 16.2 4.2 43.0 24.3 32.7 15.1 10.2 4.9 30.0 22.0 48.0

18.2 15.4 2.8 38.2 25.8 36.0 12.0 10.3 1.6 25.3 30.4 44.3

16.3 14.7 1.6 33.6 27.1 39.3 10.5 10.4 0.1 23.1 34.3 42.6

20.4 16.2 4.3 43.2 24.4 32.4 15.2 10.2 4.9 30.0 22.0 48.0

15.0 13.6 1.4 31.9 24.8 43.2 10.7 10.3 0.4 25.0 10.7 64.3

11.8 12.6 -0.8 20.8 22.6 56.7 10.3 6.9 3.4 50.0      - 50.0

19.3 16.0 3.3 40.0 26.1 33.9 12.2 10.3 1.9 25.4 34.6 40.0

(注1)　2職種計の回答事業所数については、訪問介護員、介護職員の両者に回答があってもひとつの事業所数とカウントするので、 職種別の項目の合計と

一致しない。（3職種計も同様）

(注2)　採用率、離職率等の計算式は、「1 調査で使用された主な用語の定義（4）」を参照。

２　従業員の過不足状況とその理由について

（１）過不足の状況

    【石川県：「不足感」（大いに不足＋不足＋やや不足）が64.9％(66.1%)、 「適当」が34.1％(33.8%)】 （％）

 

①
大
い
に
不
足

②
不
足

③
や
や
不
足

④
適
当

⑤
過
剰

不
足
感

（
再
掲

）

（
①
＋
②
＋
③

）

①
大
い
に
不
足

②
不
足

③
や
や
不
足

④
適
当

⑤
過
剰

不
足
感

（
再
掲

）

（
①
＋
②
＋
③

）

全体でみた場合 10.2 21.9 33.2 34.4 0.3 65.3 7.7 25.3 31.9 34.1 1.1 64.9

訪問介護員 26.5 29.2 25.5 18.5 0.3 81.2 21.7 34.8 26.1 17.4      - 82.6

サービス提供責任者 5.5 12.0 16.1 65.6 0.8 33.6 16.7 5.6 11.1 66.7      - 33.4

介護職員 13.5 22.2 34.0 28.9 1.3 69.7 12.3 26.0 35.6 26.0      - 73.9

看護職員 5.6 13.0 25.8 53.6 2.1 44.4 3.1 14.1 23.4 59.4      - 40.6

生活相談員 2.2 5.4 14.3 77.5 0.6 21.9      - 9.1 9.1 81.8      - 18.2

ＰＴ・ＯＴ・ＳＴ等 3.2 6.7 22.8 65.9 1.4 32.7      - 6.7 23.3 70.0      - 30.0

介護支援専門員 3.8 8.4 18.2 68.7 0.9 30.4 1.9 11.1 25.9 57.4 3.7 38.9

（注）PT･OT･ST等 : PT（理学療法士）、OT（作業療法士）、ST（言語聴覚士）等の機能訓練指導員、以下同じ。

9,080 3,899 54

9,080 3,627 44

9,080 1,893 30

9,080 5,639 73

9,080 4,698 64

9,080 2,682 *23

9,080 2,274 *18

69

  ･･･全体では不足感（大いに不足＋不足＋やや不足）が65.3％（67.2％）、「適当」が34.4％（32.4％）　

回
答
事
業
所
数

当
該
職
種
の
い
る

事
業
所
数

当
該
職
種
の
い
る

事
業
所
数

9,080 7,046 91

66

職種別

訪問介護員　 2,314 *21

サービス提供責任者 1,570 *12

介護職員　 4,945

２
職
種
計

（訪問介護員／介護職員） 6,418 81

就
業
形

態
別

正規職員

採
用
率

離
職
率

増
加
率

離職者の勤続年数

5,647 72

非正規職員　 5,449

正規職員 5,940 74

非正規職員　 5,465 67

（公財）介護労働安定センター

石川支部

■　事業所における介護労働実態調査結果　■

石川

回
答
事
業
所
数

採
用
率

離
職
率

増
加
率

離職者の勤続年数

３
職
種
計

（訪問介護員／介護職員／サービス提供責任者） 6,462 81

就
業
形

態
別

回
答
事
業
所
数

令和元年度 介護労働実態調査結果 都道府県版

615

寺越　博之
タイプライターテキスト
介護労働実態調査結果(石川県版)

寺越　博之
タイプライターテキスト



（２）不足している理由（複数回答） （３）採用が困難である原因（複数回答）

･･･「採用が困難である」が90.0％（89.1％）

        【石川県：86.4％(86.7％)】 （％） 【石川県：「同業他社との人材獲得競争が厳しい」が62.7％(51.3％)】

「
不
足
し
て
い
る

」
と

回
答
し
た
事
業
所
数

採
用
が
困
難
で
あ
る

離
職
率
が
高
い

　

（
定
着
率
が
低
い

）

事
業
拡
大
に
よ

っ
て
必
要
人
数

が
増
大
し
た

そ
の
他

無
回
答

「
採
用
が
困
難
で
あ
る

」
と

回
答
し
た
所
数

(

注

)

同
業
他
社
と
の
人
材
獲
得
競
争

が
厳
し
い

他
産
業
に
比
べ
て
、

労
働
条
件

等
が
良
く
な
い

景
気
が
良
い
た
め
、

介
護
業
界

へ
人
材
が
集
ま
ら
な
い

わ
か
ら
な
い

そ
の
他

無
回
答

（％）

4,602 90.0 18.4 9.7 4.0 0.7 4,142 57.9 52.0 40.9 3.9 16.9 0.5

59 86.4 16.9 18.6 6.8      - 51 62.7 49.0 51.0 3.9 15.7      -

（注）「不足している」と回答した事業所＝「大いに不足」＋「不足」＋「やや不足」 （注）「不足している理由」として、「採用が困難である」と回答した事業所数

３　介護サービスを運営する上での問題点　(複数回答、最大３つまで)

　･･･「良質な人材の確保が難しい」が56.7％（56.3％）

【石川県：「良質な人材の確保が難しい」が 63.2％(54.7%)】 （％）

良
質
な
人
材
の
確
保
が
難
し
い

今
の
介
護
報
酬
で
は
人
材
確
保
・
定
着
の
た
め
に

十
分
な
賃
金
を
払
え
な
い

経
営
（

収
支
）

が
苦
し
く
、

労
働
条
件
や
労
働
環

境
の
改
善
を
し
た
く
て
も
出
来
な
い

指
定
介
護
サ
ー

ビ
ス
提
供
に
関
す
る
書
類
作
成
が

煩
雑
で
、

時
間
に
追
わ
れ
て
い
る

教
育
・
研
修
の
時
間
が
十
分
に
取
れ
な
い

新
規
利
用
者
の
確
保
が
難
し
い

介
護
従
事
者
の
介
護
業
務
に
関
す
る
知
識
や
技
術

が
不
足
し
て
い
る

介
護
従
事
者
の
介
護
業
務
に
臨
む
意
欲
や
姿
勢
に

問
題
が
あ
る

管
理
者
の
指
導
・
管
理
能
力
が
不
足
し
て
い
る

経
営
者
・
管
理
者
と
職
員
間
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー

シ
ョ

ン
が
不
足
し
て
い
る

介
護
従
事
者
間
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー

シ
ョ

ン
が
不
足

し
て
い
る

利
用
者
や
利
用
者
の
家
族
の
介
護
サ
ー

ビ
ス
に
対

す
る
理
解
が
不
足
し
て
い
る

特
に
問
題
は
な
い

介
護
保
険
の
改
正
等
に
つ
い
て
の
的
確
な
情
報
や

説
明
が
得
ら
れ
な
い

雇
用
管
理
等
に
つ
い
て
の
情
報
や
指
導
が
不
足
し

て
い
る

そ
の
他

無
回
答

56.7 47.5 30.6 30.1 26.0 22.4 11.4 8.7 7.4 4.9 4.8 4.2 3.6 3.3 2.6 2.0 1.7

63.2 48.7 25.6 28.2 26.5 26.5 13.7 10.3 6.8 8.5 2.6 2.6      - 3.4 0.9 0.9 1.7

４　早期離職防止や定着促進のための方策（複数回答）

･･･「本人の希望に応じた勤務体制にする等の労働条件の改善に取り組んでいる」が64.2％（69.9％）

（％）
本
人
の
希
望
に
応
じ
た
勤
務
体
制
に
す
る
等
の
労
働

条
件
の
改
善
に
取
り
組
ん
で
い
る

残
業
を
少
な
く
す
る
、

有
給
休
暇
を
取
り
や
す
く
す

る
等
の
労
働
条
件
の
改
善
に
取
り
組
ん
で
い
る

職
場
内
の
仕
事
上
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー

シ
ョ

ン
の
円
滑

化
を
図
っ

て
い
る
（

定
期
的
な
ミ
ー

テ
ィ

ン
グ
、

意

見
交
換
会
、

チ
ー

ム
ケ
ア
等
）

非
正
規
職
員
か
ら
正
規
職
員
へ
の
転
換
の
機
会
を
設

け
て
い
る

能
力
や
仕
事
ぶ
り
を
評
価
し
、

賃
金
な
ど
の
処
遇
に

反
映
し
て
い
る

賃
金
水
準
を
向
上
さ
せ
て
い
る

業
務
改
善
や
効
率
化
等
に
よ
る
働
き
や
す
い
職
場
作

り
に
力
を
入
れ
て
い
る

悩
み
、

不
満
、

不
安
な
ど
の
相
談
窓
口
を
設
け
て
い

る
（

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
を
含
む
）

キ
ャ

リ
ア
に
応
じ
た
給
与
体
系
を
整
備
し
て
い
る

仕
事
内
容
の
希
望
を
聞
い
て
配
置
し
て
い
る

能
力
開
発
を
充
実
さ
せ
て
い
る
（

社
内
研
修
実
施
、

社
外
講
習
等
の
受
講
・
支
援
等
）

経
営
者
・
管
理
者
と
従
業
員
が
経
営
方
針
、

ケ
ア
方

針
を
共
有
す
る
機
会
を
設
け
て
い
る

健
康
対
策
や
健
康
管
理
に
力
を
入
れ
て
い
る

福
利
厚
生
を
充
実
さ
せ
、

職
場
内
の
交
流
を
深
め
て

い
る
（

カ
ラ
オ
ケ
、

ボ
ー

リ
ン
グ
な
ど
の
同
好
会
、

親
睦
会
等
の
実
施
を
含
む

)

職
場
環
境
を
整
え
て
い
る
（

休
憩
室
、

談
話
室
、

出

社
時
に
座
れ
る
席
の
確
保
等
）

新
人
の
指
導
担
当
・
ア
ド
バ
イ
ザ
ー

を
置
い
て
い
る

管
理
者
・
リ
ー

ダ
ー

層
の
部
下
育
成
や
動
機
付
け
能

力
向
上
に
向
け
た
教
育
研
修
に
力
を
入
れ
て
い
る

職
員
の
仕
事
内
容
と
必
要
な
能
力
等
を
明
示
し
て
い

る 子
育
て
支
援
を
行
っ

て
い
る
（

子
供
預
か
り
所
を
設

け
る
、

保
育
費
用
支
援
等
）

介
護
ロ
ボ
ッ

ト
や
Ｉ
Ｃ
Ｔ
等
の
導
入
に
よ
る
働
き
や

す
い
職
場
作
り
に
力
を
入
れ
て
い
る

無
回
答

64.2 61.4 50.3 45.6 39.8 39.3 34.3 34.2 32.7 32.1 29.0 28.9 28.2 23.7 20.9 20.7 16.2 14.8 7.8 7.2 5.3

59.4 53.0 46.8 34.4 34.3 32.6 28.2 28.5 25.5 31.9 22.2 24.3 26.0 18.8 18.5 14.6 10.6 12.2 4.4 3.8 8.5

68.0 67.6 52.2 62.2 45.5 49.5 40.5 44.8 42.9 32.9 42.5 32.9 32.6 31.1 25.8 31.5 23.9 17.0 13.0 14.6 1.9

67.2 65.9 53.2 44.0 41.4 38.7 35.7 32.2 32.5 32.0 25.8 31.1 27.3 23.1 19.9 18.6 15.8 16.1 7.0 4.8 3.7

72.6 80.3 59.0 50.4 41.0 48.7 45.3 42.7 34.2 43.6 35.9 38.5 44.4 38.5 24.8 23.9 25.6 18.8 4.3 9.4 4.3

（注）「その他」、「特に方策はとっていない」は省略。　

石川 117

訪問系 3,113

施設系（入所型） 2,596

施設系（通所型） 3,123

石川 117

回
答
事
業
所
数

全　体 9,080

石川 石川

回
答
事
業
所
数

全体 9,080

【石川県：労働条件の改善<残業や有給休暇>　80.3％(50.8%)、労働条件の改善<本人の希望勤務>　72.6％(67.8%)】 

･･･「同業他社との人材獲得競争が厳しい」が57.9％（56.2％）

全体 全体

716
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0

5
,8
0
0

5
,9
0
0

1
1

1
0
1
.7
%

1
0
0

1
9
0
.3
%

9
白

山
市

1
1
3
,
5
8
6

3
1
,4

0
5

 
2
7
.6
%

3
1
,4

0
5

 
5
,3

8
3

 
1
7
.1
%

2
,6
0
5

4
,0
4
0

3
,9
8
0

4
,6
6
0

5
,7
4
0

6
,2
2
0

6
,2
2
0

1
2

1
0
0
.0
%

0
2
3
8
.8
%

1
0

能
美

市
4
9
,
9
7
3

1
2
,8

7
3

 
2
5
.8
%

1
2
,8

7
3

 
2
,1

4
1

 
1
6
.6
%

2
,7
0
0

3
,6
0
0

4
,5
0
0

4
,8
5
0

5
,7
5
0

6
,0
0
0

6
,6
0
0

1
4

1
1
0
.0
%

6
0
0

2
4
4
.4
%

1
1

野
々

市
市

5
3
,
4
3
9

1
0
,4

3
6

 
1
9
.5
%

1
0
,4

3
6

 
1
,5

3
6

 
1
4
.7
%

2
,9
6
0

3
,5
6
0

4
,3
0
0

4
,3
0
0

5
,6
0
0

6
,1
0
0

6
,1
0
0

1
0

1
0
0
.0
%

0
2
0
6
.1
%

1
2

川
北

町
6
,
1
6
0

1
,4

0
2

 
2
2
.8
%

1
,4

0
2

 
2
5
8

 
1
8
.4
%

2
,0
0
0

2
,0
0
0

2
,5
0
0

3
,0
0
0

4
,0
0
0

5
,0
0
0

5
,8
0
0

9
1
1
6
.0
%

8
0
0

2
9
0
.0
%

1
3

津
幡

町
3
7
,
5
4
8

9
,0

7
5

 
2
4
.2
%

9
,0

7
5

 
1
,4

1
7

 
1
5
.6
%

2
,9
0
0

3
,8
0
0

4
,9
5
0

4
,6
0
0

5
,5
5
0

5
,7
0
0

5
,7
0
0

1
2

1
0
0
.0
%

0
1
9
6
.6
%

1
4

内
灘

町
2
6
,
4
5
5

7
,1

6
8

 
2
7
.1
%

7
,1

6
8

 
1
,1

0
2

 
1
5
. 4
%

2
,8
0
0

3
,6
0
0

4
,9
0
0

4
,5
0
0

4
,9
0
0

5
,8
0
0

5
,8
0
0

1
2

1
0
0
.0
%

0
2
0
7
.1
%

1
5

志
賀

町
1
9
,
6
9
3

8
, 5

3
7

 
4
3
.4
%

8
,5

3
7

 
1
,4

7
6

 
1
7
.3
%

2
,8
4
0

3
,3
2
0

4
,6
4
0

4
,6
4
0

5
,6
4
0

5
,6
4
0

6
,0
0
0

9
1
0
6
.4
%

3
6
0

2
1
1
.3
%

1
6

宝
達

志
水

町
1
2
,
8
2
2

4
,9

1
8

 
3
8
.4
%

4
,9

1
8

 
8
6
0

 
1
7
.5
%

2
,7
4
0

3
,4
4
0

4
,6
0
0

4
,6
0
0

5
,7
0
0

6
,4
0
0

6
,4
0
0

9
1
0
0
.0
%

0
2
3
3
.6
%

1
7

中
能

登
町

1
7
,
6
9
9

6
,4

5
3

 
3
6
.5
%

6
,4

5
3

 
1
,1

8
7

 
1
8
.4
%

2
,8
0
0

3
,3
0
0

4
,3
0
0

4
,3
0
0

5
,4
0
0

6
,4
0
0

6
,4
0
0

9
1
0
0
.0
%

0
2
2
8
.6
%

1
8

穴
水

町
7
,
9
3
1

3
,7

6
0

 
4
7
.4
%

3
,7

6
0

 
7
2
9

 
1
9
.4
%

3
,0
8
0

4
,1
0
0

4
,2
0
0

4
,0
0
0

4
,9
0
0

5
,7
0
0

6
,4
0
0

9
1
1
2
.3
%

7
0
0

2
0
7
.8
%

1
9

能
登

町
1
6
,
6
2
0

7
,9

2
9

 
4
7
.7
%

7
,9

2
9

 
1
,1

5
5

 
1
4
.6
%

2
,5
0
0

2
,9
0
0

4
,9
8
0

4
,4
0
0

4
,6
0
0

5
,0
0
0

5
,8
0
0

9
1
1
6
.0
%

8
0
0

2
3
2
.0
%

合
計

1
,1
3
4
,4
1
1

3
3
3
,7
4
9

2
9
.4
%

3
3
3
,7
4
9

5
9
,1
4
2

1
7
.7
%

県
平
均

6
0
6
3

6
3
3
0

1
.0
4
4

2
6
7

※
1
　
県

で
照

会
し
、
住

民
基

本
台

帳
を
も
と
に
し
た
各

市
町
の
回
答
を
取
り
ま
と
め
た
も
の
（
2
0
2
0
年
8
月
）

※
2
　
介

護
保

険
事

業
状

況
報

告
月

報
　
（
2
0
2
0
年

3
月
末
現
在
　
厚
生
労
働
省
公
表
）

第
7
期

／
第
6

期
高

齢
化

率

2
0
1
5
介

護
保

険
料

第
7
期
－

第
6
期

第
7
期
／

第
1
期

2
0
2
0
年

4
月

現
在

2
0
0
0
年

介
護

保
険

料

2
0
0
3
年

介
護

保
険

料

2
0
0
6
年

介
護

保
険

料
段

階
2
0
1
8
介

護
保

険
料

2
0
0
9
年

介
護

保
険

料

2
0
1
2
年

介
護

保
険

料
人
口

自
治

体
名

県
長
寿

社
会

課
調

べ
　
※

1
厚

労
省
統
計
結
果
よ
り
　
※
２

認
定

者
数

認
定

率
6
5
歳

以
上

人
口

1
号

被
保

険
者

数
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2
0
1
8
年

8
月

～

合
計

在
宅

老
人

保
健

施
設
等

病
院

そ
の

他
合

計
在

宅
老

人
保

健
施

設
等

病
院

そ
の
他

1
金

沢
市

4
4
7

1
6
4

1
0
0

8
6

9
7

4
2

1
1

0
1
9
,9

6
6

 
1
,4

0
0

 
1
,0

8
2

 
2
2
,4

4
8

2
七

尾
市

2
9
7

1
2
5

2
5

6
6

8
1

1
8

7
2

4
5

3
,3

0
5

 
1
0
3

 
5
3

 
3
,4

6
1

1
0
7

3
小

松
市

1
3
5

8
7

6
3
2

1
0

1
0

4
0

4
2

4
,8

1
0

 
2
2
9

 
1
3
0

 
5
,1

6
9

7
5

4
輪

島
市

7
6

3
5

3
1
5

2
3

0
0

0
0

0
2
,1

5
5

 
6
9

 
2
0

 
2
,2

4
4

2
4
2

5
珠

洲
市

3
9

2
3

3
2

1
1

2
1

0
0

1
1
,2

4
3

 
3
5

 
8 

1
,2

8
6

1
0
4

6
加

賀
市

4
3
1

0
1
4
2

0
2
8
9

1
9
3

0
9
2

0
1
0
1

3
,2

5
5

 
1
0
0

 
5
3

 
3
,4

0
8

1
6
3

7
羽

咋
市

9
9

5
3

7
2
7

1
2

8
8

0
0

0
1
,4

0
6

 
5
8

 
3
0

 
1
,4

9
4

1
,
5
2
3

8
か

ほ
く
市

3
8

1
5

5
9

9
0

0
0

0
0

1
,5

7
9

 
5
5

 
4
0

 
1
,6

7
4

1
,8

2
2

9
白

山
市

2
0
0

5
6

5
7

4
2

4
5

1
1

0
0

0
4
,9

2
4

 
2
1
9

 
1
6
1

 
5
,3

0
4

1
4
8

1
0

能
美
市

9
9

3
2

4
3

1
2

1
2

5
3

1
1

0
1
,9

3
7

 
1
0
0

 
5
3

 
2
,0

9
0

1
2
4

1
1

川
北
町

2
4

2
1
8

4
0

0
0

0
0

0
1
,3

0
4

 
9
9

 
9
4

 
1
,4

9
7

1
0

1
2

野
々
市

町
4
3

1
3

1
0

8
1
2

1
1

0
0

0
2
2
1

 
1
4

 
1
4

 
2
4
9

2
5
1

1
3

津
幡
町

2
3

7
2

8
6

0
0

0
0

0
1
,3

1
3

 
5
4

 
3
2

 
1
,3

9
9

1
,0

1
6

1
4

内
灘
町

1
5

7
4

1
3

2
2

0
0

0
1
,0

1
5

 
4
5

 
1
8

 
1
,0

7
8

8
5
6

1
5

志
賀
町

6
6

3
5

1
2

9
1
0

2
2

0
0

0
1
,3

9
2

 
5
4

 
2
2

 
1
,4

6
8

9
8

1
6

宝
達
志
水
町

6
7

3
3

3
2
5

6
1
0

8
2

0
0

7
9
7

 
2
9

 
1
0

 
8
3
6

8
9
4

1
7

中
能
登

町
7
9

2
9

2
6

1
2

1
2

0
0

0
0

0
1
,1

4
3

 
3
1

 
8 

1
,1

8
2

9
3

1
8

穴
水
町

3
1

1
9

2
2

8
1

1
0

0
0

6
8
4

 
2
3

 
8 

7
1
5

6
7

1
9

能
登
町

2
6

1
0

2
1
0

4
0

0
0

0
0

1
,1

1
8

3
3

 
6 

1
,1

5
7

7
5

合
計

2
,2

3
5

7
4
5

4
7
0

3
7
0

6
5
0

2
5
7

4
0

9
8

1
0

1
0
9

5
3
,5

6
7

2
,7

5
0

1
,8

4
2

5
8
,1

5
9

7
,6

6
8

2
0
1
4
年

度
4
2
8
8

1
7
2
5

8
3
5

7
2
0

1
0
0
8

1
1
5
9

6
1
8

1
8
8

9
3

2
6
0

差
-
2
,0

5
3

-
9
8
0

-
3
6
5

-
3
5
0

-
3
5
8

-
9
0
2

-
5
7
8

-
9
0

-
8
3

-
1
5
1

滞
納

処
分

（
H
2
9
年

度
中

）

介
護

保
険

料
滞

納

者
数

保
険

給
付

の
償

還

払
い
化

実
人

数

支
払

の
一
時
差
止

実
人
数

給
付
減
額
実
人
数

差
押
え
決
定

実
人
数

1
金

沢
市

4
0

2
七

尾
市

3
3

小
松

市
6

4
輪

島
市

7
1

0
5

珠
洲

市
0

6
加

賀
市

10
3

把
握

不
可

1
7

7
羽

咋
市

0
8

か
ほ

く
市

0
9

白
山

市
1

1
5

1
0

能
美

市
4

3
4

1
1

野
々

市
市

0
1
2

川
北

町
0

1
3

津
幡

町
0

1
4

内
灘

町
4

1
5

志
賀

町
0

1
6

宝
達

志
水

町
0

1
7

中
能

登
町

1
1
8

穴
水

町
5

5
0

1
9

能
登

町
0

県
　
計

1
2
0

1
0

0
0

8
0

県
内

自
治

体
特

養
ホ

ー
ム

待
機
者
数
・
障
害
者
控
除
認
定
数

2
0
1
9
年
度
　
介
護
保
険
料
の
滞
納
に
係
る
処
分
及

び
保

険
給

付
の

制
限

の
状

況

1
割

負
担

認
定

者
2
割

負
担

認
定

者
3
割

負
担

認
定

者
認

定
者

数
障

害
者

控
除

認
定

数
2
0
1
9
年

市
町
名

滞
納
者
に
対
す
る
保
険

給
付

の
制

限
（
H
2
9
年

）

自
治

体
名

特
養

待
機

者
特

養
待

機
者

(再
掲

：
介

護
１
・
２
）
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７５歳以上高齢者医療費助成制度に必要額一覧

助成額推計 予算比 助成額推計 予算比

1 金沢市 4,570,895,343 2.60 5,003,961,725 2.80

2 小松市 1,069,178,000 2.44 1,314,000,000 2.81

3 七尾市 743,772,784 1.40 846,003,584 2.78

4 加賀市 1,154,038,702 3.96 1,287,000,000 4.05

5 輪島市 580,000,000 2.10 517,097,150 2.40

6 珠洲市 305,136,127 3.00 319,298,799 3.00

7 羽咋市 319,343,214 3.10 396,513,808 3.40

8 かほく市 437,281,000 3.00 446,504,797 2.84

9 白山市 983,603,000 1.97 1,071,556,000 2.10

10 能美市 450,000,000 1.92 750,000,000 3.43

11 川北町 40,000,000 0.97 40,000,000 1.04

12 野々市市 474,380,564 2.60 455,661,928 2.53

13 津幡町 410,000,000 3.00 511,000,000 3.30

14 内灘町 222,456,634 2.10 304,477,833 2.70

15 宝達志水町 182,736,585 2.56 214,794,256 2.67

16 志賀町 330,000,000 2.50 339,000,000 2.50

17 中能登町 230,000,000 2.19 350,804,878 3.30

18 能登町 400,000,000 2.71 539,012,201 2.36

19 穴水町 208,623,087 3.40 200,000,000 3

3

７５歳以上高齢者医療費
（2020年）

７５歳以上高齢者医療
費(2015年）

総計

市町村名
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国
民

健
康

保
険

税
の

比
較

モ
デ
ル

例
：
夫

婦
（
共
に
4
0
歳
以
上
）
、
子
ど
も
2
人
の
4
人
世
帯
　
個
人
事
業
者
（
夫
の
所
得
2
0
0
万
円
、
固
定
資
産
税

5
万
円
）
の
場
合
(会

社
員
年
収
3
1
1
万
円
世
帯
)

2
0
2
0
年

2
0
1
9
年

所
得
割

資
産
割

均
等
割

平
等
割

所
得
割

資
産
割

均
等
割

平
等
割

所
得
割

均
等
割

平
等
割

総
合
計

総
合
計

1
金

沢
市

8
.
0
0

‐
2
4
,
0
0
0

2
2
,
2
0
0

2
.
5
6

‐
1
0
,
3
2
0

7
,
0
8
0

2
.
4
7

1
2
,
6
0
0

6
,
2
4
0

4
1
5
,6
0
1

4
1
4
,1
9
3

1
,4
0
8

2
小

松
市

6
.
8
0

‐
3
0
,
2
0
0

2
9
,
4
0
0

2
.
0
0

‐
9
,
3
0
0

8
,
8
0
0

1
.
8
0

9
,
2
0
0

6
,
8
0
0

3
9
8
,4
2
0

3
9
8
,4
2
0

0
3

七
尾

市
7
.
1
0

‐
2
8
,
3
0
0

1
9
,
6
0
0

2
.
4
0

‐
9
,
5
0
0

6
,
6
0
0

2
.
1
0

1
0
,
6
0
0

5
,
3
0
0

3
9
7
,6
2
0

3
9
7
,0
2
0

6
0
0

4
加

賀
市

7
.
3
6

‐
2
7
,
6
0
0

2
0
,
8
0
0

2
.
2
0

‐
8
,
9
0
0

6
,
2
0
0

1
.
8
8

9
,
7
0
0

4
,
4
0
0

3
8
7
,8
4
8

3
8
7
,8
4
8

0
5

輪
島

市
5
.
9
1

‐
2
4
,
1
0
0

1
6
,
7
0
0

2
.
5
0

‐
1
0
,
0
0
0

6
,
9
0
0

2
.
3
7

1
2
,
1
0
0

6
,
0
0
0

3
7
0
,2
2
6

3
8
1
,6
4
5

-
1
1
,4
1
9

6
珠

洲
市

5
.
0
0

‐
1
8
,
5
0
0

1
6
,
3
0
0

2
.
4
0

‐
9
,
8
0
0

6
,
8
0
0

2
.
1
0

1
1
,
0
0
0

5
,
5
0
0

3
2
2
,4
5
0

3
1
4
,1
8
0

8
,2
7
0

7
羽

咋
市

6
.
2
0

‐
2
5
,
0
0
0

2
0
,
0
0
0

2
.
4
0

‐
1
0
,
0
0
0

7
,
0
0
0

2
.
0
0

1
1
,
0
0
0

5
,
0
0
0

3
6
6
,0
2
0

3
5
4
,3
2
0

1
1
,7
0
0

8
白

山
市

7
.
0
2

‐
3
0
,
1
0
0

3
1
,
6
0
0

1
.
6
3

‐
6
,
8
0
0

5
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1
1
7
,8
7
9

3
5
,3
4
1

9
9
,5
0
3

7
6
,5
5
2

2
2
,9
5
1

1
,0
3
1
,3
3
1
,6
6
1

5
3
,9

8
2

0
8
2
2

1
,
3
7
5

5
4
,3
1
2
,5
0
0

1
8
0
,4
1
0
,7
9
8

1
9
,
1
0
5

9
,
4
4
3

3
8
,1
8
8
,0
0
0

1
,9
9
9

3
1
3

3
七

尾
市

3
9
5

4
7
.7
%

1
2
3
,4
0
3

9
2
,4
0
7

3
0
,9
9
6

8
1
,9
1
2

6
1
,3
3
8

2
0
,5
7
4

6
8
6
,4
5
6
,2
6
9

6
1
,6
0
4

0
3
5
3

6
0
4

1
5
,8
2
4
,8
0
0

1
0
0
,1
4
1
,5
6
4

1
1
,
1
4
3

8
,
9
8
7

1
8
,6
3
9
,0
0
0

1
,6
7
3

7
8

4
加

賀
市

5
8
2

4
9
.2
%

1
3
3
,4
2
3

1
0
2
,0
5
7

3
1
,3
6
6

8
8
,6
0
5

6
7
,7
7
5

2
0
,8
3
0

1
,1
6
1
,2
2
5
,1
1
0

8
1
,9
0
3

0
6
1
7

1
,
0
1
4

3
9
,8
5
8
,0
0
0

1
2
7
,5
2
2
,3
0
0

1
4
,
1
7
8

8
,
9
9
4

2
5
,7
0
8
,0
0
0

1
,8
1
3

8
8

5
輪

島
市

1
8
7

3
1
.7
%

1
1
3
,3
1
2

8
0
,1
6
9

3
3
,1
4
3

7
1
,5
2
0

5
0
,6
0
1

2
0
,9
1
9

1
7
9
,0
7
9
,5
4
6

2
5
,0
2
9

0
7
7

1
0
1

3
,4
4
4
,1
0
0

6
3
,6
9
0
,8
9
8

7
,
1
5
5

8
,
9
0
2

1
2
,0
8
5
,0
0
0

1
,6
8
9

2
1

6
珠

洲
市

3
3

3
0
.6
%

1
0
2
,2
5
2

6
9
,3
8
0

3
2
,8

7
2

6
5
,9
2
5

4
4
,7
3
1

2
1
,1
9
4

6
3
6
,6
3
2
,0
0
3

1
7
5
,4
7
7

0
8
3

1
5
0

4
,2
4
5
,0
0
0

2
5
,0
6
3
,1
9
6

3
,
6
2
8

6
,
9
0
8

7
,1
6
5
,0
0
0

1
,9
7
5

1
7

7
羽

咋
市

5
1

3
9
.2
%

1
1
5
,6
2
7

8
3
,7
6
1

3
1
,8
6
6

7
6
,4
1
6

5
5
,3
5
6

2
1
,0
6
0

2
4
5
,1
6
0
,0
7
2

5
3
,5

5
2

0
1
2
4

2
0
6

7
,2
1
0
,0
0
0

4
0
,8
1
5
,1
6
9

4
,
5
7
8

8
,
9
1
6

9
,4
7
8
,0
0
0

2
,0
7
0

8

8
白

山
市

2
9
8

2
6
.4
%

1
4
8
,6
6
3

1
2
1
,4
2
5

2
7
,2

3
8

9
4
,2

7
4

7
7
,0
0
0

1
7
,2
7
4

1
,3
0
4
,2
0
1
,4
8
2

6
3
,0
2
9

0
8
3
8

1
,
4
3
9

5
3
,0
9
9
,1
0
0

1
8
2
,2
3
0
,0
0
6

2
0
,
6
9
2

8
,
8
0
7

3
8
,6
9
9
,0
0
0

1
,8
7
0

7
1

9
能

美
市

1
1
2

1
2
.8
%

1
4
8
,7
5
6

1
1
2
,9
1
6

3
5
,8
4
0

9
5
,5

5
8

7
2
,5

3
5

2
3
,0
2
3

7
3
1
,6
6
3
,9
8
0

8
1
,5
6
8

4
2
5

3
2
8

5
4
9

2
0
,2
0
3
,2
0
0

8
1
,9
9
0
,1
1
4

8
,
9
7
0

9
,
1
4
0

1
6
,6
4
3
,0
0
0

1
,8
5
5

6
0

1
0

川
北

町
0

0
.0
%

1
5
1
,9
4
9

1
1
6
,7
8
2

3
5
,1
6
7

8
9
,1
3
3

6
8
,5
0
4

2
0
,6
2
9

0
0

4
,9
1
8

4
7

8
1

2
,5
9
2
,0
0
0

6
,9
0
0
,0
4
3

9
5
1

7
,
2
5
6

1
,7
7
1
,0
0
0

1
,8
6
2

1
0

1
1
野

々
市

町
6
9

1
2
.1
%

1
5
1
,3
1
9

1
1
3
,8
9
9

3
7
,4
2
0

9
8
,3
6
9

7
4
,0
4
3

2
4
,3
2
6

2
1
5
,0
0
1
,0
0
0

2
5
,0
3
2

0
4
8
8

8
2
8

2
9
,9
7
3
,6
0
0

8
1
,4
5
0
,6
8
9

8
,
5
8
9

9
,
4
8
3

1
5
,0
3
0
,0
0
0

1
,7
5
0

1
0
2

1
2

津
幡

町
1
0
8

3
8
.8
%

1
4
8
,4
4
2

1
1
1
,4
4
6

3
6
,9
9
6

9
4
,0
8
7

7
0
,6
3
8

2
3
,4

4
9

2
1
7
,0
1
9
,3
9
7

3
5
,2

2
5

0
2
8
0

4
2
0

1
6
,1
0
0
,0
0
0

5
7
,5
9
5
,1
5
0

6
,
1
6
1

9
,
3
4
8

1
0
,0
3
9
,0
0
0

1
,6
2
9

1
2
4

1
3
か

ほ
く
市

1
5
6

7
3
.6
%

9
4
,3

5
2

6
2
,9
9
6

3
1
,3
5
6

1
2
6
,0
3
3

9
6
,5
8
0

2
9
,4

5
3

2
7
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4
7
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1
4

4
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3
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4
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1
6
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9
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0
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0
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6
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6
,
2
5
9

8
,
0
6
3

1
2
,3
0
3
,0
0
0

1
,9
6
6

5
8

1
4

内
灘

町
1
0
8

5
7
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%

1
5
2
,0
8
8

1
1
5
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9
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3
6
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9
8

9
7
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9
5

7
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6
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7
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1
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9
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5

志
賀

町
1
0
4

9
1
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1
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1
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9

1
5

宝
達

志
水

町
2
9

6
3
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町
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非
自
発
的
離

職
者
減
免
件

数
（
2
0
1
8
年
）

Ｍ
Ａ
Ｘ

Ｍ
ＩＮ

総
計

平
均

値

市
町

村
名

総
計

平
均

値
Ｍ
Ａ
Ｘ

Ｍ
ＩＮ

市
町

村
名

一
人
当
た

り

2
0
1
9
年
保

険
者
努
力

支
援
金

一
般
会
計
か
ら

繰
入

（
2
0
1
9

年
）

基
金
残
高
一

人
あ
た
り

基
金
残
高

国
民
健
康
保
険
保
険
者
支
援
金

子
ど
も
均

等
割

一
人
当
た
り
保
険
料

一
世
帯
当
た
り
保
険
料

滞
納

処
分

前
年
比
較

短
期
証
の
内
訳

法
定
減
免

国
民

健
康
保
険
2
0
1
9
年
　
　
　
6
月
1
日
※
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1
級

2
級

3
級

4
級

Ａ
Ｂ

Ⅰ
入

院
Ｂ

Ⅰ
通

院
B

Ⅱ
入

院
B

Ⅱ
通

院
1
級

入
院

1
級

外
来

6
5
歳

未
満

6
5
歳

以
上

石
川

県
○

○
○

○
○

現
物

給
付

現
物

給
付

総
医

療
費

の
1
割

助
成

老
齢

福
祉

年
金

の
所

得
制

限
に

準
拠

。

1
金

沢
市

○
○

○
注

１
○

○
○

○
○

現
物

給
付

現
物

給
付

保
険

診
療

の
自

己
負

担
額

（
療

育
手

帳
B

の
場

合
は

、
入

院
分

の
み

助
成

）

特
別

障
害

者
手

当
の

所
得

制
限

に
準

拠

2
七

尾
市

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

現
物

給
付

現
物

化
手

続
き

中
県

と
同

じ

6
5
歳

未
満

と
後

期
高

齢
者

医
療

未
加

入
者

は
県

と
同

じ
。

後
期

高
齢

者
医

療
加

入
者

は
所

得
制

限
な

し
。

た
だ

し
、

6
5
歳

以
上

で
新

規
に

3
級

取
得

し
た

者
は

住
民

税
非

課
税

世
帯

の
み

対
象

。

3
小

松
市

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

現
物

給
付

現
物

給
付

医
療

保
険

の
自

己
負

担
額

特
別

障
害

者
手

当
の

所
得

制
限

に
準

拠

4
輪

島
市

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

現
物

給
付

現
物

給
付

医
療

保
険

の
自

己
負

担
額

注
5

県
と

同
じ

5
珠

洲
市

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

現
物

給
付

注
4

現
物

給
付

医
療

保
険

の
自

己
負

担
額

注
5

県
と

同
じ

6
加

賀
市

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

現
物

給
付

現
物

給
付

医
療

保
険

の
自

己
負

担
額

注
5

県
と

同
じ

7
羽

咋
市

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

現
物

給
付

注
4

現
物

給
付

注
3

県
と

同
じ

県
と

同
じ

8
か

ほ
く

市
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
現

物
給

付
現

物
給

付
医

療
保

険
の

自
己

負
担

額
な

し

9
白

山
市

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

現
物

給
付

現
物

給
付

医
療

保
険

の
自

己
負

担
額

な
し

1
0

能
美

市
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
現

物
給

付
現

物
給

付
医

療
保

険
の

自
己

負
担

額
な

し

1
1

野
々

市
市

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
現

物
給

付
現

物
給

付
医

療
保

険
の

自
己

負
担

額

な
し

。
た

だ
し

、
身

体
障

害
者

手
帳

4
級

の
人

の
み

、
住

民
税

非
課

税
世

帯
を

助
成

対
象

と
す

る
1
2

川
北

町
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
現

物
給

付
現

物
給

付
医

療
保

険
の

自
己

負
担

額
な

し

1
3

津
幡

町
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
現

物
給

付
現

物
給

付
医

療
保

険
の

自
己

負
担

額
な

し

1
4

内
灘

町
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
現

物
給

付
現

物
給

付
医

療
保

険
の

自
己

負
担

額
な

し

1
5

志
賀

町
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
現

物
給

付
現

物
化

手
続

き
中

注
2

県
と

同
じ

県
と

同
じ

1
6

宝
達

志
水

町
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
現

物
給

付
現

物
給

付
医

療
保

険
の
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己

負
担

額
県

と
同

じ

1
7

中
能

登
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○
○

○
○

○
○

○
○

○
○
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給
付

現
物

給
付
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3
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な
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8

穴
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○
○

○
○

○
○

○
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○
現

物
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付
現

物
給

付
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療
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険
の

自
己

負
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額
注

5
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と
同

じ

1
9

能
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町
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
現

物
給

付
注

4
現

物
給

付
医

療
保

険
の

自
己

負
担

額
注

5
県

と
同

じ

1
9

1
9

1
9

2
1
9

1
9

1
8

1
9

1
8

1
9

1
9

注
2
：
令

和
３

年
４

月
診

療
分

か
ら

現
物

給
付

（
医

療
保

険
の

自
己

負
担

額
が

対
象

）
注

3
：
県

は
後

期
高

齢
者

医
療

制
度

へ
の

加
入

者
の

み
現

物
給

付
/
そ

の
他

は
償

還
払

い
で

対
応

す
る

と
し

て
い

る
注

4
：
2
0
2
0
年

よ
り

現
物

給
付

化
注

5
：
1
割

助
成

か
ら

医
療

保
険

の
自

己
負

担
額

助
成

へ

石
川

県
・
市

・
町

心
身

障
害

者
医

療
費

助
成

制
度

一
覧 精

神
障

害
者

保
健

福
祉

手
帳

対
象

者

 （
１

）
音

声
・
言

語
機

能
に

著
し

い
障

害
を

持
つ

者
、

（
２

）
両

下
肢

の
す

べ
て

の
指

を
欠

く
者

、
（
３

）
一

下
肢

 の
機

能
に

著
し

い
障

害
を

持
つ

者
、

（
４

）
一

下
肢

の
足

関
節

以
上

を
欠

く
者

自
治

体
名

助
成

方
法

(県
補

助
分

・
市

町
単

独
助

成
分

)
6
5
歳

～
７

４
歳

助
成

内
容

令
和

２
年

1
0
月

1
日

　
時

点

所
得

制
限

身
体

障
害

者
手

帳
療

育
手

帳

注
１

：
金

沢
市

の
4
級

一
部

の
対

象
範

囲
は

、
6
5
歳

以
上

で
下

記
の

者
に

限
ら

れ
ま

す
。

22



自
治

体
名

目
　

標
目

　
標

目
　

標
目

　
標

目
　

標
受

診
率

受
診

率
受

診
率

受
診

率
受

診
率

特
定

健
診

6
0
%

3
9
.
6
%

4
0
.
6
%

4
0
.
6
%

6
0
.
0
0
%

5
1
.
1
%

5
1
.
4
%

5
4
.
0
%

6
0
%

4
6
.
6
%

4
7
.
0
%

5
2
.
0
%

6
0
.
0
%

5
3
.
4
%

5
5
.
8
%

6
0
%

5
9
.
6
0
%

5
9
.
9
%

6
0
.
0
%

胃
が

ん
4
0
%

2
1
.
5
%

2
1
.
1
%

2
1
.
2
%

4
0
.
0
0
%

1
1
.
5
%

1
1
.
3
%

2
0
.
0
%

3
0
%

1
7
.
8
%

1
7
.
3
%

3
5
.
0
%

1
1
.
0
%

8
.
5
%

8
.
3
%
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7
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%
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%
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%
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%

2
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%

4
0
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0
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1
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%
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0
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3
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%

2
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%
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5
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%
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9
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3
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5
%
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7
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%
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0
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0
%

2
8
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%
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6
.
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%

4
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.
0
%

4
0
%

3
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.
9
%

2
9
.
9
%

4
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0
%

1
2
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0
%

2
6
.
1
%

2
6
.
8
%
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5
%

1
9
.
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0
%

1
9
.
8
%

2
2
.
0
%

子
宮

が
ん

5
0
%

9
.
4
%

9
.
1
%

9
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3
%

5
0
.
0
0
%

2
5
.
2
%

2
5
.
6
%
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0
%

3
0
%

2
5
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%
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4
.
5
%
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0
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0
%

2
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%

3
1
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1
%
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1
.
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5
%
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0
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0
%

1
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6
%
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8
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0
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が
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0
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1
1
.
4
%

1
0
.
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%

1
0
.
4
%

5
0
.
0
0
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2
5
.
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%
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4
.
9
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.
0
%
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%
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8
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%
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7
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%
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0
%
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6
.
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%
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%
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6
.
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%
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0
%
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5
.
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0
%

2
3
.
5
%

2
8
.
0
%
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立

腺
が

ん
2
6
.
7
%

2
6
.
1
%

2
5
.
6
%

－
2
2
.
6
%

2
2
.
1
%

-
 
─

2
5
.
8
%

2
2
.
5
%

5
0
.
0
%

3
4
.
5
%

3
4
.
6
%

2
5
%

1
6
.
2
0
%

1
7
.
2
%

2
2
.
0
%

-

自
治

体
名

目
　

標
目

　
標

目
　

標
目

　
標

目
　

標
受

診
率

受
診

率
受

診
率

受
診

率
受

診
率

特
定

健
診

6
0
%

未
確

定
未

確
定

5
3
.
0
%

6
0
%

5
3
.
0
%

5
4
.
9
%

5
5
.
0
%

6
0
%

5
0
.
8
%

4
6
.
6
%

5
5
.
7
%

5
5
%

4
4
.
8
%

4
2
.
5
%

5
0
.
5
%

5
6
%

4
4
.
2
%

-
-

胃
が

ん
1
0
%

4
.
3
%

4
.
3
%

5
.
0
%

2
5
%

1
5
.
9
%

1
1
.
0
%

1
5
.
0
%

4
0
%

1
5
.
0
%

1
4
.
5
%

1
5
.
5
%

4
0
%

1
1
.
0
%

1
0
.
0
%

1
1
.
0
%

4
0
%

8
.
7
%

7
.
6
%

7
.
6
%

大
腸

が
ん

2
5
%

1
4
.
5
%

1
4
.
7
%

1
5
.
0
%

3
0
%

2
0
.
3
%

1
9
.
5
%

2
0
.
0
%

4
0
%

1
5
.
5
%

1
5
.
2
%

1
7
.
0
%

4
0
%

1
5
.
5
%

1
4
.
5
%

1
5
.
5
%

4
0
%

1
0
.
9
%

1
1
.
4
%

1
1
.
4
%

肺
が

ん
2
3
%

1
2
.
1
%

1
3
.
7
%

1
4
.
0
%

3
0
%

2
2
.
7
%

2
1
.
8
%

2
5
.
0
%

4
0
%

2
4
.
0
%

2
3
.
5
%

2
5
.
5
%

4
0
%

1
5
.
7
%

1
4
.
7
%

1
5
.
9
%

4
0
%

1
1
.
3
%

1
0
.
3
%

1
0
.
3
%

子
宮

が
ん

4
0
%

1
7
.
4
%

1
3
.
9
%

1
8
.
0
%

2
5
%

1
7
.
9
%

1
7
.
3
%

2
0
.
0
%

4
0
%

2
3
.
7
%

2
2
.
6
%

1
8
.
8
%

4
0
%

1
3
.
3
%

1
3
.
2
%

1
3
.
3
%

5
0
%

1
0
.
6
%

9
.
0
%

9
.
0
%

乳
が

ん
5
0
%

2
2
.
9
%

1
9
.
6
%

2
3
.
0
%

2
5
%

1
9
.
3
%

1
9
.
3
%

2
0
.
0
%

4
0
%

2
6
.
0
%

2
5
.
4
%

2
1
.
2
%

4
0
%

1
7
.
3
%

1
6
.
9
%

1
7
.
3
%

5
0
%

1
0
.
9
%

8
.
2
%

8
.
2
%

前
立

腺
が

ん
2
0
%

1
4
.
1
%

9
.
0
%

1
5
.
0
%

2
5
%

1
3
.
4
%

1
1
.
6
%

1
5
.
0
%

－
1
1
.
3
%

1
1
.
2
%

1
2
.
2
%

4
0
%

1
6
.
3
%

1
4
.
9
%

1
6
.
3
%

－
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.
9
%

1
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%
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0
%
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目
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4
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6
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7
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%
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%
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1
5
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%

1
5
.
0
%

大
腸
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3
0
.
0
%

1
1
.
9
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1
1
.
3
%

4
0
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0
%

1
2
.
0
%

1
1
.
5
%

1
2
.
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%

2
5
%
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.
0
%

1
3
.
3
%

2
5
.
0
%

4
0
%

3
1
.
4
%

3
1
.
2
%

5
0
.
0
%

2
6
.
0
%

2
0
.
1
%

1
9
.
6
%

2
2
.
0
%
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が
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3
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%

1
4
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7
%

1
4
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3
%

4
0
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%

1
1
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5
%

1
0
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8
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1
1
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%
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5
%

1
4
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3
%

1
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5
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0
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3
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3
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5
0
.
0
%

1
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1
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%
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2
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4
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5
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1
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1
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9
年

実
績

受
診

率
2
0
2
0
年

計
画

受
診

率

川
北
町

能
美

市
小

松
市

金
沢
市 2
0
1
9
年

実
績

受
診

率
2
0
1
8
年

実
績

受
診

率

2
0
2
0
年

計
画

受
診

率

2
0
1
9
年

実
績

受
診

率
2
0
2
0
年

計
画

受
診

率
2
0
1
9
年

実
績

受
診

率
2
0
2
0
年

計
画

受
診

率

2
0
1
9
年

実
績

受
診

率
2
0
2
0
年

計
画

受
診

率

穴
水

町 2
0
1
9
年

実
績

受
診

率
2
0
2
0
年

計
画

受
診

率

輪
島
市

珠
洲

市

加
賀

市

2
0
1
9
年

実
績

受
診

率
2
0
1
8
年

実
績

受
診

率

2
0
2
0
年

計
画

受
診

率

か
ほ

く
市 2
0
1
9
年

実
績

受
診

率

白
山

市
野

々
市

市

2
0
2
0
年

計
画

受
診

率

2
0
1
8
年

実
績

受
診

率

2
0
1
8
年

実
績

受
診

率

2
0
1
9
年

実
績

受
診

率
2
0
2
0
年

計
画

受
診

率

津
幡

町 2
0
1
9
年

実
績

受
診

率
2
0
2
0
年

計
画

受
診

率
2
0
2
0
年

計
画

受
診

率

2
0
1
9
年

実
績

受
診

率

中
能

登
町

宝
達

志
水

町

2
0
1
9
年

実
績

受
診

率

内
灘

町 2
0
1
9
年

実
績

受
診

率
2
0
2
0
年

計
画

受
診

率
2
0
1
8
年

実
績

受
診

率

2
0
1
9
年

実
績

受
診

率
2
0
2
0
年

計
画

受
診

率

志
賀

町 2
0
1
9
年

実
績

受
診

率
2
0
2
0
年

計
画

受
診

率
2
0
1
8
年

実
績

受
診

率

2
0
1
9
年

実
績

受
診

率
2
0
2
0
年

計
画

受
診

率

羽
咋
市

2
0
2
0
年

計
画

受
診

率

能
登

町

七
尾

市 2
0
1
9
年

実
績

受
診

率
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＜該当病院からの報告内容＞

時期 高 急 回 慢 計 介護

H29.7

R2.2

R7(2025)

予定

H29.7 0 99 0 40 135

R2.2 0 60 0 40 100 0

R7(2025)

予定
0 60 0 40 100 0

H29.7 0 99 26 27 152

R2.2 0 99 32 21 152 0

R7(2025)

予定
0 49 76 27 152 0

H29.7 0 125 0 0 125

R2.2 0 125 0 0 125 0

R7(2025)

予定
0 83 42 0 125 0

H29.7 8 187 53 0 248

R2.2 0 195 53 0 248

R7(2025)

予定
0 195 53 0 248 0

H29.7 0 60 0 0 60

R2.2 0 60 0 0 60 0

R7(2025)

予定
0 60 0 0 60 0

H29.7 0 43 0 27 70

R2.2 0 43 0 27 70 0

R7(2025)

予定
0 0 43 27 70 0

H29.7 0 60 0 38 98

R2.2 0 60 0 0 60 34

R7(2025)

予定
0 0 60 0 60 34

※１　医療計画（Ｈ30に策定した具体的対応方針）で急性期医療を担う医療機関として位置づけられており、国の診療データ（H29病床機能報告）分析により、
　　　「実績が特に少ない」または「類似かつ近接の医療機関がある」とされた領域（実績がないものを除く）
※２　１つの病棟に急性期を担う病床と回復期を担う病床が混在（病棟の一部で地域包括ケア病床を算定）する場合、病床機能報告制度にあわせ、病棟単位で
　　　急性期または回復期に割り振っている

＜医療圏保健医療計画推進協議会における協議結果＞
　　該当病院における具体的対応方針の再検証の結果に対しては、特に異論はなかった。
　　　但し、能登中部・北部医療圏では、病床稼働率が低いままの病棟については、その病床数が必要なのか、医療機能の見直しは必要ないのか、今後も調整会議で
　　議論していく必要がある旨の意見があった。→今後とも上記７病院に限らず、必要に応じて見直しをする必要あり
　　　→再検証対象医療機関においては上記のとおり対応することとしている。ただし、今後も医療環境の変化に伴い、必要に応じて見直しを検討

無

有

有

＜H29病床機能報告以降すでに実施した見直し＞
・急性期病床60床のうち、地域包括ケア病床を25床整備
・慢性期病床38床を介護医療院34床に転換

＜再検証後の2025年に向けた具体的対応方針＞
①現在の入院患者の平均は78歳と高齢であり、富来地域における70歳以上人口
は2025年時点でもほとんど減少しない
②近くに病院がないため、地域医療を担う病院として、引き続き救急医療を実施
③既に病棟再編を実施済であるため許可病床数は現状維持とするが、病床機能
報告上、入院患者の実態に合わせ回復期病棟に報告を変更（診療報酬上は急性
期一般35床と地域包括ケア25床で変更無し）

病床数（※２）

記載事項
説明

今回再検
証が必要
な領域

H29.7以降
の病床数の
見直しの有

無

・病床稼働率
80％程度（平成
30年度）
・黒字計上、直近
５年で経常収益
20％増加

再検証内容

能美市立
病院

病院名
見直しの
有無

＜H29病床機能報告以降すでに実施した見直し＞
国分析の元データであるH29病床機能報告以降実施した見直し内容を記載

＜再検証後の2025年に向けた具体的対応方針＞
再検証の際に国から検討を求められている下記について記載
①地域における急性期機能や、将来の人口推移及び医療需要等の状況
②分析領域ごとの医療機能の方向性
③①②を踏まえた機能別の病床数の変動

・H26.4月、病床
数を80床から60
床に削減
・病床稼働率
84％程度

・H29.5月の新病
院建替え時、病
床数を100床から
70床に削減
・病床稼働率
92％程度（H30年
度）

・経常収支は病
棟再編により、
R1年度から黒字
計上予定
・病床稼働率は
病棟再編により
H30年度の65％
からR1年度には
85％に改善予定

再検証対象医療機関の具体的対応方針の再検証について

分析領域
（※１）

救急

救急

救急

がん
心血管疾
患
救急

救急

救急

その他特記事項

R2.4月から常勤
医師２名（整形外
科1名、内科1名）
追加

・病床稼働率
90％以上（H30年
度）
・H30年度決算で
は、黒字計上

・病床稼働率
90％以上（H30年
度）
・H22年度以降、
黒字計上

＜H29病床機能報告以降すでに実施した見直し＞
・急性期病床43床のうち、地域包括ケア病床を8床整備

＜再検証後の2025年に向けた具体的対応方針＞
①宝達志水町の人口推計では2030年まで後期高齢者が増加することから、相応
の医療需要が見込まれる
②在宅療養支援病院として急変時の受入体制を充実させるため、引き続き救急医
療を実施
③H29.5月に病床数を削減しているため許可病床数は現状維持とするが、地域包
括ケア病床を8床から24床に増床し、病床機能報告上、入院患者の実態に合わせ
回復期病棟に報告を変更

河北中央
病院

町立
宝達志水
病院

町立
富来病院

＜H29病床機能報告以降すでに実施した見直し＞
・病床数を39床削減
・一般病床60床のうち地域包括ケア病床を35床整備

＜再検証後の2025年に向けた具体的対応方針＞

＜H29病床機能報告以降すでに実施した見直し＞

＜再検証後の2025年に向けた具体的対応方針＞
①がんの手術及び放射線治療などについて、既に、公立松任石川中央病院と機能
分担済
②へき地医療拠点病院として引き続き白山麓の救急医療を実施
③急性期１病棟（地域包括ケア）を回復期へ転換予定
※診療報酬改定等を踏まえて病棟ごとの病床数は検討

＜H29病床機能報告以降すでに実施した見直し＞
・大腿骨近位部骨折の受け入れに関する地域からの要望に応えるため、受入体制
を整備
・R2.4月開設を目指し、オンライン（遠隔）診療の準備中

＜再検証後の2025年に向けた具体的対応方針＞
①石川中央医療圏は小児・周産期系疾患を除きいずれの疾患も入院患者数の増
が見込まれる
②①のため、在宅療養支援病院として急変時の受け入れ体制を充実させるため救
急医療を実施
③病床機能報告上、入院患者の実態に合わせて地域包括ケア病棟１病棟を回復
期へ転換

＜H29病床機能報告以降すでに実施した見直し＞
・高度急性期病床（HCU）8床を急性期病床（無菌治療室）に転換

＜再検証後の2025年に向けた具体的対応方針＞
①入院患者の８割弱が金沢市からであり、2025年時点では金沢市の人口は減少し
ない
②がんの化学療法の開始や循環器内科医師の充実等によりH29年度時点より急
性期機能を強化しており、引き続き、がん、心血管疾患、救急医療を提供
③病床数及び病床機能は①②の理由により現状維持

＜H29病床機能報告以降すでに実施した見直し＞
・急性期病床60床のうち、地域包括ケア病床を17床から25床に増床

＜再検証後の2025年に向けた具体的対応方針＞
①2045年時点で津幡町の後期高齢者人口は2020年に比べ1.6倍に増加する見込
み。また、地域包括ケアを支える地域急性期病院としての役割を担っており、近隣
の大学病院や総合病院とは競合していない
②③救急医療の提供及び病床数については①の理由により現状維持

JCHO

金沢病院

KKR

北陸病院

公立
つるぎ
病院

救急

有

有

有

有

H29病床機能報告（国分析時点）

現状（再検証時点）

再検証後の2025年時点の予定
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都
道
府
県
名

構
想
区
域

再
検
証
対
象
医
療
機
関
名

議
論
等
の
状
況

1
7
石
川
県

1
7
0
1
南
加
賀
　
　
　
　
　
　
　

国
民
健
康
保
険
　
能
美
市
立
病
院

2
0
2
0
年
2
月
に
開
催
し
た
調
整
会
議
に
お
い
て
、
H
2
9
病
床
機
能
報
告
以
降
、
自
主
的
に
3
9
床
削
減
（
1
3
9
床
→
1
0
0
床
）
し
、
地
域
包
括
ケ
ア
病
床
を
3
5

床
整
備
し
た
旨
説
明
。
ま
た
、
病
床
減
（
既
に
削
減
し
た
3
9
床
）
す
る
具
体
的
対
応
方
針
を
諮
り
、
合
意
済
み
。

1
7
石
川
県

1
7
0
2
石
川
中
央
　
　
　
　
　
　

国
家
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会
　
北
陸
病
院

2
0
2
0
年
2
月
に
開
催
し
た
調
整
会
議
に
お
い
て
、
回
復
期
病
床
へ
転
換
（
急
性
期
3
病
棟
の
う
ち
1
病
棟
）
す
る
具
体
的
対
応
方
針
を
諮
り
、
合
意
済

（
今
後
、
石
川
中
央
医
療
圏
は
小
児
・
周
産
期
系
疾
患
を
除
き
い
ず
れ
の
疾
患
も
入
院
患
者
の
増
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
、
病
床
稼
働
率
が
9
0
％
以
上
あ
る

こ
と
か
ら
病
床
数
は
維
持
。
ま
た
、
在
宅
療
養
支
援
病
院
と
し
て
急
変
時
の
受
け
入
れ
体
制
を
充
実
す
る
た
め
引
き
続
き
救
急
医
療
は
実
施
）

1
7
石
川
県

1
7
0
2
石
川
中
央
　
　
　
　
　
　

公
立
つ
る
ぎ
病
院

2
0
2
0
年
2
月
に
開
催
し
た
調
整
会
議
に
お
い
て
、
現
状
維
持
の
具
体
的
対
応
方
針
を
諮
り
、
合
意
済

（
現
状
維
持
の
理
由
：
既
に
H
3
0
に
策
定
し
た
具
体
的
対
応
方
針
に
お
い
て
、
回
復
期
病
床
へ
転
換
（
急
性
期
2
病
棟
の
う
ち
1
病
棟
）
す
る
こ
と
と
し
て

い
る
。
ま
た
、
石
川
中
央
医
療
圏
は
小
児
・
周
産
期
系
疾
患
を
除
き
い
ず
れ
の
疾
患
も
入
院
患
者
の
増
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
、
病
床
稼
働
率
が
9
0
％
以
上

あ
る
こ
と
か
ら
病
床
数
は
維
持
。
へ
き
地
拠
点
病
院
と
し
て
引
き
続
き
へ
き
地
の
救
急
医
療
を
実
施
）

1
7
石
川
県

1
7
0
2
石
川
中
央
　
　
　
　
　
　

独
立
行
政
法
人
地
域
医
療
機
能
推
進
機
構

金
沢
病
院

2
0
2
0
年
2
月
に
開
催
し
た
調
整
会
議
に
お
い
て
、
H
2
9
病
床
機
能
報
告
以
降
、
自
主
的
に
高
度
急
性
期
8
床
を
急
性
期
に
転
換
し
た
旨
説
明
。
ま
た
、
現
状

維
持
の
具
体
的
対
応
方
針
を
諮
り
、
合
意
済

（
現
状
維
持
の
理
由
：
入
院
患
者
の
8
割
弱
が
金
沢
市
か
ら
で
あ
り
、
2
0
2
5
年
時
点
で
は
金
沢
市
の
人
口
は
減
少
し
な
い
こ
と
、
病
床
稼
働
率
が
8
0
％
以

上
あ
る
こ
と
か
ら
病
床
数
は
維
持
。
ま
た
、
H
2
9
病
床
機
能
報
告
以
降
、
が
ん
の
化
学
療
法
の
開
始
や
循
環
器
内
科
医
師
の
充
実
に
よ
り
急
性
期
機
能
を

強
化
し
て
お
り
、
引
き
続
き
が
ん
、
心
血
管
疾
患
、
救
急
医
療
を
提
供
）

1
7
石
川
県

1
7
0
2
石
川
中
央
　
　
　
　
　
　

津
幡
町
国
民
健
康
保
険
直
営
河
北
中
央
病
院

2
0
2
0
年
2
月
に
開
催
し
た
調
整
会
議
に
お
い
て
、
H
2
9
病
床
機
能
報
告
以
降
、
自
主
的
に
地
域
包
括
ケ
ア
病
床
を
8
床
増
床
し
た
旨
説
明
。
ま
た
、
現
状
維

持
の
具
体
的
対
応
方
針
を
諮
り
、
合
意
済

（
現
状
維
持
の
理
由
：
H
2
6
.4
月
に
将
来
を
見
据
え
て
2
0
床
減
床
（
8
0
床
→
6
0
床
）
し
て
い
る
こ
と
、
2
0
4
5
年
時
点
で
津
幡
町
の
後
期
高
齢
者
人
口
は

2
0
2
0
年
に
比
べ
1
.6
倍
に
増
加
す
る
こ
と
、
病
床
稼
働
率
が
8
4
％
程
度
あ
る
こ
と
か
ら
病
床
数
は
維
持
。
ま
た
、
地
域
包
括
ケ
ア
を
支
え
る
地
域
急
性
期

病
院
と
し
て
の
役
割
を
に
な
っ
て
お
り
、
近
隣
の
大
学
病
院
や
総
合
病
院
と
は
競
合
し
て
お
ら
ず
、
引
き
続
き
救
急
医
療
を
提
供
）

1
7
石
川
県

1
7
0
3
能
登
中
部
　
　
　
　
　
　

町
立
富
来
病
院

2
0
2
0
年
2
月
に
開
催
し
た
調
整
会
議
に
お
い
て
、
H
2
9
病
床
機
能
報
告
以
降
、
自
主
的
に
地
域
包
括
ケ
ア
病
床
を
2
5
床
設
置
し
、
慢
性
期
病
床
を
介
護
医

療
院
へ
転
換
し
て
旨
説
明
。
ま
た
、
回
復
期
病
床
へ
転
換
（
急
性
期
病
床
全
て
（
1
病
棟
）
）
す
る
具
体
的
対
応
方
針
を
諮
り
、
合
意
済

（
現
在
の
主
な
入
院
患
者
と
な
っ
て
い
る
7
0
歳
以
上
人
口
は
2
0
2
5
年
ま
で
減
少
し
な
い
こ
と
、
病
床
稼
働
率
が
8
5
％
程
度
あ
る
こ
と
か
ら
病
床
数
は
維

持
。
ま
た
近
接
す
る
病
院
が
な
い
た
め
、
地
域
医
療
を
担
う
病
院
と
し
て
、
引
き
続
き
救
急
医
療
を
実
施
）
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町
立
宝
達
志
水
病
院

2
0
2
0
年
2
月
に
開
催
し
た
調
整
会
議
に
お
い
て
、
H
2
9
病
床
機
能
報
告
以
降
、
自
主
的
に
地
域
包
括
ケ
ア
病
床
を
8
床
設
置
し
た
旨
説
明
。
ま
た
、
回
復
期

病
床
へ
転
換
（
急
性
期
病
床
全
て
（
1
病
棟
）
す
る
具
体
的
対
応
方
針
を
諮
り
、
合
意
済

（
H
2
9
.5
月
の
新
病
院
開
設
時
に
将
来
を
見
据
え
て
病
床
数
を
3
0
床
減
床
（
1
0
0
床
→
7
0
床
）
し
て
い
る
こ
と
、
2
0
3
0
年
度
ま
で
後
期
高
齢
者
が
増
加
す

る
こ
と
、
病
床
稼
働
率
が
9
0
％
以
上
あ
る
こ
と
か
ら
病
床
数
は
維
持
。
ま
た
、
在
宅
療
養
支
援
病
院
と
し
て
急
変
時
の
受
入
体
制
を
充
実
さ
せ
る
た
め
、

引
き
続
き
救
急
医
療
を
実
施
）
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石川県地域医療構想
2016年病床
機能報告

2025必要病
床数

南加賀 合計 2410 2013 397
高度急性期 30 146 -116
急性期 1283 696 587
回復期 253 567 -314
慢性期 844 604 240

石川中央 合計 9768 8160 1608
高度急性期 2381 940 1441
急性期 3292 2659 633
回復期 969 2648 -1679
慢性期 3126 1913 1213

能登中央 合計 1710 1275 435
高度急性期 52 108 -56
急性期 980 417 563
回復期 152 325 -173
慢性期 526 425 101

能登北部 合計 787 451 336
高度急性期 0 31 -31
急性期 475 158 317
回復期 52 154 -102
慢性期 260 108 152

石川県 合計 14675 11900 2775
高度急性期 2463 1226 1237
急性期 6030 3929 2101
回復期 1426 3695 -2269
慢性期 4756 3050 1706

一般 療養
南加賀 能美市立 99 40
金沢中央 公立つるぎ 99 53

河北中央 60 0
JCHO 248
北陸 124

能登中部 富来 60 38
宝達志水 43 27

733 158
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